
   

1 

 

                環 自 整 発 第 2 4 0 6 2 4 2 号 

               令 和 ６ 年 ６ 月 2 4 日 

 

 各 都 道 府 県 

保健所設置市  温泉主管部局長 殿 

特 別 区 
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自 然 環 境 整 備 課 長 

     （公 印 省 略）  

 

 

デジタル原則を踏まえた温泉法運用の合理化及び解釈の明確化等について 

 

 

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行

政調査会決定）及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）

において、デジタル技術の活用により、代表的なアナログ規制（目視規制、定期検査・点検

規制、書面掲示規制等）に関する横断的な見直しが求められている。 

これを受け、今般、温泉法（昭和 23 年法律第 125 号。以下「法」という。）及び温泉法施

行規則（昭和 23 年厚生省令第 35 号。以下「規則」という。）のうち、運用の合理化及び解

釈の明確化を図ることとされた事項等について、下記のとおり通知する。 

また、当該通知の参考となる資料として、「温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策

に係る基礎資料」（令和６年２月）を送付するので、併せて参考にされたい。 

貴職におかれては、運用に遺漏なきようご留意いただくとともに、関係機関、貴管下市町

村及び関連事業者等に対して周知願いたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づ

く技術的な助言であることを申し添える。 

 

記 

 

１．掘削等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する目視点検（規則第１条の 

２第７号ロ、第１条の２第８号） 

  温泉井戸の掘削現場で行われている可燃性天然ガスの噴出の兆候の目視点検の方法として

は、掘削作業中の掘進率の上昇や、回帰泥水の状況（泥水タンク内の水位等）や泥水温度、

性状（臭い、湯気や泡の発生）変化などが挙げられる。 

  これらの点検については作業員による目視点検が行われているところであるが、石油・天
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然ガス井や地熱井掘削においては、これらの目視点検に加えて、マッドロギングシステムや

監視カメラ等のデジタル技術を活用することが一般的となっている。これらの温泉井戸の掘

削現場での活用可能性を検討した結果を以下に示す。 

 

 ①マッドロギングシステム 

  温泉井戸の掘削現場においてマッドロギングシステムを導入することにより、掘削時の安

全性の向上や、回帰泥水の監視に関わる作業員の負担を減らす効果が期待できる。コスト面

や設置場所の確保等の問題により、温泉井戸の掘削現場におけるマッドロギングシステム全

体の本格導入が困難な場合においては、泥水タンクの水位や温度、泥水ポンプの吐出圧の監

視システムの部分的な導入を行うことで一定の費用対効果を期待できるものと考えられる。 

以上を踏まえると、都市部での掘削や多量の可燃性天然ガスが発生する可能性の高い現場

等、高度な安全性の確保を必要としつつ、事業者において一定の費用負担が可能となるケー

スにおいては、マッドロギングシステムを部分導入する価値はあると考えられる。 

なお、この場合においても、マッドロギングシステムにより異常を検知した後の井戸の閉

塞等の実施においては、現場の状況等を勘案した総合的な判断が必要となるため、人による

目視点検をマッドロギングシステムで完全に代替することは不可能である。このため、デジ

タル技術については、より一層の安全性の向上や負担軽減を図る観点から、目視点検を補助

する位置付けで活用することが適当である。また、温泉井戸掘削における可燃性天然ガスは、

温泉に溶存した水溶性ガスであるため、その噴出の兆候を回帰泥水の状況から把握するには、

回帰泥水の微細な変化を点検する必要があることや、必要な設置スペースの確保、ガス検知

器の劣化対策、作業員の訓練・教育の必要性などの課題等を踏まえた対応が必要となる。 

 

 ②監視カメラ 

  温泉井戸の掘削現場において監視カメラを導入し、掘削現場の全景や掘進速度の変化、掘

削口や泥水タンク等の画像を記録することにより、事故発生時の原因究明や再発防止策の検

討に役立てることが期待できる。監視カメラの導入に当たっては、設置箇所に応じた撮影性

能や耐久性、防爆性を考慮する必要があるため、温泉井戸の掘削現場の状況に応じた最適な

機種選定や運用方法を検討の上で監視カメラを活用することが望ましい。 

 

２．温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する目視点検及び定期点

検（規則第６条の３第１項第８号） 

温泉の採取現場における可燃性天然ガスによる災害防止のための目視点検の方法としては、

ガス分離設備内部の水位計の点検（オーバーフロー水の状況や水位計センサー、ボールタッ

プの異常）、温泉井戸制御盤表示値（揚湯量や井戸水位）の点検、排気口や排気管の異常の有

無の点検（結露や腐食による錆に伴う閉塞の有無）、配管やガス分離設備からの漏水の確認な

どが挙げられる。 

  これらの点検については作業員による目視点検が行われているところであるが、デジタル
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技術の活用により、異常の発見や労働衛生環境の向上、作業負担の軽減等が期待できる。具

体的には、自動記録式水位計によるガス分離設備の内部の水位の常時測定や、可燃性ガス検

知器による槽内空気の常時測定、電磁流量計を用いた汲み上げ量モニタリングによる水位計

故障の検知、画像比較による設備異常の把握、可燃性ガス検知器による常時測定等を実施す

ることにより、常時測定による異常の早期発見や、人の目では検知できない異常の把握、遠

隔監視による作業員の安全性の向上及び作業負担の軽減等、数々の効果が期待できる。 

 ただし、これらのデジタル技術の活用に当たっては、腐食による設備外観の色の変化や、

異音、電気部品の劣化による異臭の発生等、人の感覚に頼らないと確認できない異常の存在

や、現場の状況等を勘案した総合的な判断が必要となる場合も考えられるため、目視点検を

デジタル技術で完全に代替することは困難である。このため、規則に基づく定期的な目視点

検を引き続き行う必要があり、デジタル技術については、より一層の安全性の向上や負担軽

減を図る観点から、目視点検を補助する位置付けで活用することが適当である。加えて、監

視装置の適切な設置や水蒸気・有害ガス・風雨による劣化対策、停電やノイズ対策、センサ

ー類の適切な維持管理の必要性などの課題等を踏まえた対応が必要となる。 

 なお、これらのデジタル技術の導入に当たっては、機器の性能や導入数に応じたコストが

生じるため、大規模施設では導入による安全性の向上、作業負担の軽減等が考えられるが、

中小規模の温泉旅館等は点検に係る作業量が元々大きくはなく、また経営状態によっては、

顕著な作業負担や人件費の軽減につながらないこともあるため、デジタル技術を導入しても

費用負担に見合う利点が期待できない可能性がある。このため、デジタル技術の活用によっ

て得られる効果は、事業者の経営規模や経営状態により左右されると考えられる。 

 

３．温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する目視点検及び定期点

検（第６条の３第３項第 11 号ロ） 

屋内に設置された温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無の目視点検の方法としては、 

温泉井戸のピット上面排気口の可燃性天然ガス濃度測定、温泉井戸の目視確認（キャプタイ

アケーブル挿入口のシーリング材の劣化等の目視点検）、ガス換気設備の排気口につながる排

気管の状況確認（結露や腐食による錆に伴う閉塞の有無の目視点検）、ガス換気設備の排気口

へつながる配管内の結露水の除去、換気扇の経年劣化による能力低下や停止、異音の発生状

況の点検などが挙げられる。 

  これらの点検については作業員による目視点検が行われているところであるが、デジタル

技術の活用により、異常の発見や労働衛生環境の向上、作業負担の軽減等が期待できる。具

体的には、監視カメラによる温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無の遠隔監視や、電気回

路によるガス換気設備の異常の検知等を実施することにより、常時監視による異常の早期発

見や、遠隔監視による安全性の向上及び作業負担の軽減等、数々の効果が期待できる。 

 ただし、これらのデジタル技術の活用に当たっては、腐食による設備外観の色の変化、換

気扇の駆動軸の摩耗等による異音の発生、電気部品の劣化による異臭の発生等、人の感覚に

頼らないと確認できない異常の存在や、現場の状況等を勘案した総合的な判断が必要となる
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場合も考えられるため、目視点検をデジタル技術で完全に代替することは困難である。この

ため、規則に基づく定期的な目視点検を引き続き行う必要があり、デジタル技術については、

より一層の安全性の向上や負担軽減を図る観点から、目視点検を補助する位置付けで活用す

ることが適当である。加えて、監視装置や警報回路の適切な設置、停電やノイズ対策の必要

性などの課題等を踏まえた対応が必要となる。 

 なお、監視カメラの導入に当たっては、機器の性能や導入数に応じたコストが生じるため、

大規模施設では導入による安全性の向上、作業負担の軽減等が考えられるが、中小規模の温

泉旅館等は点検に係る作業量が元々大きくはなく、また経営状態によっては、顕著な作業負

担や人件費の軽減につながらないこともあるため、デジタル技術を導入しても費用負担に見

合う利点が期待できない可能性がある。このため、デジタル技術の活用によって得られる効

果は、事業者の経営規模や経営状態により左右されると考えられる。一方、電気回路による

ガス換気設備の異常の検知については、換気設備の異常が温泉利用施設の事故につながりや

すく早期発見が必要であることから、一定の費用負担は生じるものの、いずれの事業者にお

いても費用負担に見合う利点が期待される。 

 

４．温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する目視点検について 

（規則附則（平成 20 年５月 28 日環境省令第５号）第４条第２項第８号） 

地下ピット内の温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排出口及びガス排出口の異常の目視

点検の方法としては、地下ピットの蓋に開けられた排出口の目詰まりの目視点検、排出口の

目詰まり（温泉昇華物の付着等による）の目視点検、温泉井戸が水没していないかどうかの

目視点検などが挙げられる。 

  これらの点検については作業員による目視点検が行われているところであるが、デジタル

技術の活用により、異常の発見や労働衛生環境の向上、作業負担の軽減等が期待できる。具

体的には、可燃性ガス検知器による地下ピット内部の可燃性天然ガス濃度の常時測定や、 監

視カメラによる地下ピット内部及び空気・ガスの排出口の遠隔監視により、常時監視による

異常の早期発見や、遠隔監視による安全性の向上及び作業負担の軽減等、数々の効果が期待

できる。 

 ただし、これらのデジタル技術の活用に当たっては、排出口の土砂や錆等による閉塞につ

いては、触診等、人の感覚に頼る確認が必要となる場合も考えられるため、目視点検をデジ

タル技術で完全に代替することは困難である。このため、規則に基づく目視による定期的な

点検を引き続き行う必要があり、デジタル技術については、より一層の安全性の向上や負担

軽減を図る観点から、目視点検を補助する位置付けで活用することが適当である。加えて、

地下ピット特有の暗所対策や排水設備の設置、水蒸気や有毒ガス対策、堅牢性の確保、停電

やノイズ対策の必要性などの課題等を踏まえた対応が必要となる。 

 なお、これらのデジタル技術の導入に当たっては、機器の性能や導入数に応じたコストが

生じるため、大規模施設では導入による安全性の向上、作業負担の軽減等が考えられるが、

中小規模の温泉旅館等は点検に係る作業量が元々大きくはなく、また経営状態によっては、
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顕著な作業負担や人件費の軽減につながらないことがあるため、デジタル技術を導入しても

費用負担に見合う利点が期待できない可能性がある。このため、デジタル技術の活用によっ

て得られる効果は、事業者の経営規模や経営状態により左右されると考えられる。また、地

下設備特有の小動物や虫等の侵入対策については、防虫網やシーリング材の利用等、アナロ

グ的な手法の方が効果は高いと思われる。 

 

５．温泉成分分析を行う者に対する立入検査（法第 28 条第１項、第２項） 

登録分析機関に対する立入検査の実施項目としては、分析機関の帳簿（必要な経理的基礎

を有すること）の確認、過去の温泉分析書の写しの検査、温泉分析書の作成及び分析精度の

管理に係る書類等の検査、登録分析機関の標識の確認、温泉成分分析に使用する器具・機械

等の検査、温泉成分分析に使用する分析試薬等の検査などが挙げられる。 

これらの立入検査については、都道府県の職員が登録分析機関を訪問することによる方法

で実施されているところであるが、デジタル技術の活用により、立入検査の一部効率化を図

ることが期待できる。具体的には、Web カメラの利用やメールによる書類の事前確認を行う

ことで、職員が現地に赴くことなく検査を行うことや、検査項目に関する書類の事前確認及

び精査、これに伴う現地での作業時間の短縮などが考えられる。 

ただし、これらのデジタル技術の活用に当たっては、Web カメラによる検査に必要な通信

環境の確保やセキュリティ対策、真正性の判断などの課題等を踏まえた対応が必要である。

また、立入検査においては、現場を確認した上での総合判断が必要となる場合がある点につ

いても留意の上、デジタル技術の最適な活用方法を検討することが望ましい。 

なお、デジタル技術を活用して遠隔により立入検査を行う場合であっても、法第 28 条第２

項に基づき、検査をする職員は身分を示す証明書を携帯しなければならないが、関係者への

提示は画面への投影等により行うことも可能であることに留意されたい。 

 

６．温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用

施設に対する立入検査（法第 35 条第１項、第２項） 

温泉掘削工事の現場等に対する立入検査の実施項目としては、温泉井戸や利用施設の許可

内容に相違がないかどうかの検査や、記録の保存状況等などが挙げられる。 

これらの立入検査については、都道府県や保健所の職員が現地を訪問することによる方法

で実施されているところであるが、デジタル技術の活用により、立入検査の一部の効率化や

正確性の確保を図ることが期待できる。具体的には、Web カメラの利用やメールによる書類

の事前確認、GPS を利用した井戸の設置場所の特定を行うことで、職員が現地に赴くことな

く検査を行うことや、検査項目に関する書類の事前確認及び精査及びこれに伴う現地での作

業時間の短縮、正確な井戸の設置位置の把握などが考えられる。 

ただし、これらのデジタル技術の活用に当たっては、Web カメラによる検査に必要な通信

環境の確保やセキュリティ対策、真正性の判断などの課題等を踏まえた対応が必要である。

また、立入検査においては、現場を確認した上での総合判断が必要となる場合がある点につ
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いても留意の上、デジタル技術の最適な活用方法を検討することが望ましい。 

加えて、GPS の活用に当たっては、掘削地点の座標測量結果を添付することを定める場合、

掘削申請者に追加の費用負担を求めることとなる点に留意が必要である。その一方で、GPS 測

量機器と同等の誤差数センチメートルの座標測量は困難であるものの、国土交通省が無料で

提供する『測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス』等を利用するこ

とも考えられる。 

なお、デジタル技術を活用して遠隔により立入検査を行う場合であっても、法第 35 条第２

項に基づき、検査をする職員は身分を示す証明書を携帯しなければならないが、関係者への

提示は画面への投影等により行うことも可能であることに留意されたい。 

 

７．温泉の成分等の掲示（法第 18 条） 

 温泉を公共の浴用または飲用に供する者は、法第 18 条に基づき、施設内の見やすい場所に、

温泉の成分等の事項を掲示しなければならない。これは、公衆衛生を確保し国民の安全を確

保する観点から必要な情報を掲示すべき旨を規定し、温泉の適正な利用方法を確保すること

としたものであるが、掲示内容をインターネット等により公開することで、利用者が必要な

情報を広く事前に確認することができるようになり、法目的の達成に寄与することが考えら

れる。このため、法第 18 条に基づく施設内の見やすい場所への掲示とともに、掲示内容をイ

ンターネット等により公開することを基本とする。ただし、インターネット等による掲示内

容の公開に当たり、技術・人員・費用負担等の面で対応が困難となる場合等はこの限りでは

ない。 

 

８．登録分析機関の標識の掲示（法第 24 条） 

登録分析機関は、法第 24 条に基づき、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場

所に標識を掲示しなければならない。これは、当該登録分析機関が法に基づく機関であるこ

とを明示することを目的としたものであるが、インターネットにより標識を公開することに

より、公衆が標識の内容を広く確認することができるようになり、法目的の達成に寄与する

ことが考えられる。このため、法第 24 条に基づく公衆の見やすい場所への掲示とともに、掲

示内容をインターネット等により公開することを基本とする。なお、インターネットによる

情報の公開に当たっては、各機関のデジタル環境に応じた方法によることで差し支えない。 

 

９．登録分析機関登録簿の閲覧（法第 23 条） 

都道府県は、法第 23 条に基づき、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならな

い。これは、都道府県における登録分析機関の登録情報を広く一般の閲覧に供することで、

温泉事業者の利便性を高めることを目的としたものであるが、インターネットにより登録情

報を公開することにより、公衆が登録情報を広く確認することができるようになり、法目的

の達成に寄与することが考えられる。このため、法第 23 条に基づき一般の閲覧に供するとと

もに、登録情報をインターネット等により公開することを基本とする。なお、インターネッ
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トによる情報の公開に当たっては、各機関のデジタル環境に応じた方法によることで差し支

えないが、広く一般のアクセスが確保されるよう努めることが望ましい。 

 

10．「申請」「届出」「行政処分の通知等」及び手数料徴収のデジタル化 

 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」においては、書面・対面の行政手続

におけるデジタル原則への適合に向けて、行政内部も含めエンドツーエンドでのデジタル完

結を目指す観点から、地方公共団体等と事業者の間の手続のデジタル化を推進することとさ

れている。法の運用においても、「申請」「届出」「行政処分の通知等」及び手数料徴収におけ

る行政手続のデジタル完結が求められている。 

 一方で、法に係る行政手続のデジタル化に当たっては、他法令の行政手続も含めた手数料

徴収業務がデジタル化されない限り、法の申請部分のみをデジタル化しても手続全体がデジ

タル完結しないという課題があり、行政手続のデジタル化が進まない一因であると考えられ

る。また、提出書類の送受信環境の整備や条例等の見直しといった技術的な課題に加え、書

面・対面手続からデジタル手続への転換に伴い問題化する可能性がある書類の不備や誤入金

の是正、申請者と適切にコミュニケーションする仕組の構築なども必要となる場合があるた

め、法に係る行政手続のデジタル化を進めるためには、これらの課題等に留意する必要があ

る。 

 このように、法に係る行政手続のデジタル化においては様々な課題等が考えられるが、一

部の都道府県等においては、手数料徴収を伴わない届出から先行的に行政手続のデジタル化

を進めている事例もある。また、法第 18 条関係の届出をオンライン化した結果、7 割近く

をオンライン申請が占めるようになった事例も報告されており、行政手続のデジタル化によ

る利便性の向上が期待されるところである。このため、都道府県等においては、行政手続全

般に係る料金徴収業務のデジタル化やオンライン申請システムの構築等の進捗も踏まえつつ、

法の運用においても前述の課題、留意点を踏まえた対応を着実に進め、早期に行政手続のデ

ジタル化を進めることが望ましい。 

 

 

以上 

 

 



 

 

 

 

 

温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策に係る基礎資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 2月 

2024年 2月 

 

令和５年度温泉法の運用に関する 
デジタル技術活用方策等検討会



 

 

 

目次 

1．まえがき ....................................................... 1 

1-1．資料作成の目的 ............................................. 1 

1-2．資料作成の経緯 ............................................. 1 

1-3．事務局  ................................................. 5 

2．温泉法におけるアナログ規制に係る検討課題 ....................... 6 

3．温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策 ....................... 9 

検討課題 1.  温泉法施行規則第一条の二第七号ロ（温泉掘削時における

可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無の目視点検について）

及び温泉法施行規則第一条の二第八号（温泉掘削時湧出路

の洗浄時における可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無の

目視点検について） ............................... 9 

（1）可燃性天然ガスの噴出の兆候 ............................... 9 

（2）デジタル技術活用の可能性 ................................ 11 

（3）検討会での意見と考察 .................................... 16 

検討課題 2.  温泉法施行規則第六条の三第一項第八号（ガス分離設備の

内部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無

の目視点検について） ............................ 17 

（1）設備の異常の種類及び一般的な点検項目 .................... 17 

（2）デジタル技術活用の可能性 ................................ 18 

（3）点検周期の見直しについて ................................ 23 

（4）検討会での意見と考察 .................................... 23 

検討課題 3.  温泉法施行規則第六条の三第三項第十一号ロ（温泉井戸及

びガス換気設備の異常の有無の目視点検について） .. 23 

（1）設備の異常の種類及び一般的な点検項目 .................... 23 

（2）デジタル技術活用の可能性 ................................ 24 

（3）点検周期の見直しについて ................................ 27 

（4）検討会での意見と考察 .................................... 27 

検討課題 4.  温泉法施行規則附則（平成二〇年五月二八日環境省令第五

号）第四条第二項第八号（温泉井戸、地下ピットの内部の

空気の排出口及びガス排出口の異常の目視点検について）

 ................................................ 28 

（1）設備の異常の種類及び一般的な点検項目 .................... 28 

（2）デジタル技術活用の可能性 ................................ 28 

（3）検討会での意見と考察 .................................... 31 



 

 

 

検討課題 5. 温泉法第二十八条（登録分析機関に対する報告徴収及び立入

検査について） .................................. 31 

（1）立入検査の実施項目 ...................................... 31 

（2）立入検査周期の実態 ...................................... 32 

（3）デジタル技術活用の可能性 ................................ 32 

（4）検討会での意見と考察 .................................... 33 

検討課題 6.  温泉法第三十五条（都道府県による掘削工事の場所、温泉

の採取の場所又は温泉利用施設への立入検査について）

 ................................................ 34 

（1）立入検査の実施項目 ...................................... 34 

（2）立入検査周期の実態 ...................................... 34 

（3）デジタル技術活用の可能性 ................................ 35 

（4）検討会での意見と考察 .................................... 37 

検討課題 7. 温泉法第十八条（温泉の成分等の掲示状況について） .. 38 

（1）インターネット上の公開状況の現状 ........................ 38 

（2）インターネットで公開を基本とした場合の課題、留意点 ...... 39 

（3）検討会での意見と考察 .................................... 40 

検討課題 8.  温泉法第二十四条（登録分析機関の標識の掲示状況につい

て） ............................................ 40 

（1）インターネット上の公開状況の現状 ........................ 40 

（2）インターネットで公開を基本とした場合の課題、留意点 ...... 41 

（3）検討会での意見と考察 .................................... 41 

検討課題 9. 温泉法第二十三条（登録分析機関登録簿の閲覧状況について）

 ................................................ 42 

（1）インターネット上の公開状況の現状 ........................ 42 

（2）インターネットでの公開を基本とした場合の課題、留意点 .... 42 

（3）検討会での意見と考察 .................................... 42 

検討課題 10.  都道府県における「申請」「届出」「行政処分の通知等」及

び手数料徴収のオンライン化 ...................... 42 

（1）都道府県における行政手続きのオンライン化の状況 .......... 42 

（2）都道府県における行政手続きのオンライン化の課題 .......... 43 

（3）都道府県からの意見及び検討会での意見と考察 .............. 44 

4．まとめ ........................................................ 46 

5．引用文献 ...................................................... 48 

 

 



 

1 

 

1．まえがき 

 

1-1．資料作成の目的 

 

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和 4 年 6月 3日デジ

タル臨時行政調査会決定）及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和

4年 6月 7日閣議決定）において、デジタル技術の活用により、代表的なアナロ

グ規制（目視規制、定期検査・点検規制、書面掲示規制等）に関する横断的な見

直しが求められている。 

これを受け、環境省では温泉法のアナログ規制に関する運用状況の実態を把

握し、それぞれの運用状況下におけるデジタル技術の活用可能性を検討するた

め、令和 4 年度に温泉法の運用に関するデジタル技術活用の可能性について基

礎調査を行うとともに、令和 5 年度においては、有識者による検討や追加調査

等を実施した。これらの調査・検討結果を踏まえ、令和 6年の春には環境省から

都道府県に対し、温泉法の運用に関するデジタル技術活用の方策に係る通知（以

下「通知」という。）の発出等を予定しているが、これらの対応に当たっての参

考とするため、令和 4年度、5年度の調査・検討結果を取りまとめた「温泉法の

運用に関するデジタル技術活用の方策に係る基礎資料（以下「基礎資料」とい

う。）」を作成したものである。 

 

1-2．資料作成の経緯 

 

基礎資料の作成に際し、環境省が令和 4年度、5年度に実施したデジタル技術

活用の可能性についての基礎調査結果（有識者へのヒアリング、温泉施設の現地

調査、都道府県へのアンケート）を踏まえ、「令和 5年度温泉法の運用に関する

デジタル技術活用方策等検討会」（以下「検討会」という。）を設置し検討を行っ

た。 

検討会は以下の日程で、3回実施した。 

 

第 1回検討会 令和 5年 7月 10日 

第 2回検討会 令和 5年 9月 25日 

第 3回検討会 令和 5年 11月 20日 

 

次ページに検討会設置要綱及び検討会名簿を示す。 
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令和５年度温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策等検討会 

設置要綱 

 

（目的） 

第 1 条 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和 4 年 6 月

3日デジタル臨時行政調査会決定）及び「デジタル社会の実現に向けた

重点計画」（令和 4年 6月 7日閣議決定）において、デジタル技術の活

用により、代表的なアナログ規制（目視規制、定期検査・点検規制、書

面掲示規制等）に関する横断的な見直しが求められていることを踏ま

え、温泉法の運用におけるデジタル技術活用の方策等について検討を

行うため、「令和 5年度温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策等

検討会」（以下、「検討会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第 2条 検討会は温泉法の運用に関する以下の事項について、必要な検討を行

う。 

(1) 可燃性天然ガスによる災害の防止に係る目視点検及び定期点検にお

けるデジタル技術の活用について 

(2) 立入検査におけるデジタル技術の活用について 

(3) 温泉の成分等の掲示に関する、インターネットによる公開の原則化に

係る課題等について 

(4) 登録分析機関が掲示する標識や都道府県知事が一般の閲覧に供する

こととされる登録分析機関の登録簿に関するインターネットによる

公開の原則化に係る課題等について 

(5) 「申請」「届出」「行政処分の通知」等に関する、オンライン化の可能

性と手数料徴収の在り方について 

(6) その他必要な事項 

 

（構成） 

第 3条 検討会は、専門知識を有する学識経験者等 7名程度で構成する。なお、

別途オブザーバーを参加させることができる。 

 

 

（運営） 

第 4条  

(1) 検討会は、座長が招集し、議事進行を行う。 
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(2) 座長は、委員の互選により選出する。 

(3) 座長は必要に応じて、委員以外の有識者に対し、検討会への出席を求

めることができる。 

(4) 座長は、自らが検討会に出席できない場合、自らの代理人として、あ

らかじめ事務局の了解を得た別の委員を指名することができる。 

(5) 検討会は原則として公開とし、議事については議事概要を公開するも

のとする。なお、資料についても原則公開とするが、公開することが

不適切なものについては座長の判断で非公開にできる。 

 

（事務局） 

第 5条 検討会の事務局は、環境省より委託を受けた公益財団法人中央温泉研

究所が務める。 

 

（その他） 

第 6条 上記に定めのない事項で、検討会の運営に必要なものについては、随

時検討会の中で協議する。 

 

（附則） 

この要綱は、令和 5年 7月 10日から施行する。 
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検討委員名簿 

（敬称略・50音順） 

氏 名 所属機関・団体及び役職 

岡﨑 憲明 一般社団法人全国さく井協会 専務理事 

斉藤 雅樹※ 東海大学人文学部人文学科 教授 

関 豊 一般社団法人日本温泉協会 専務理事 

長縄 成実 秋田大学大学院国際資源学研究科 教授 

中野 信夫 
産業用ガス検知警報器工業会 技術委員長 

理研計器株式会社  取締役 

中町 誠 
株式会社日さく 

さく井部 担当部長  

※座長 

 

オブザーバー名簿 

（敬称略） 

氏 名 所属機関・団体及び役職 

藤原 淑子 
東京都環境局自然環境部水環境課地下水管理担当 

統括課長代理 

内川 珠樹 
東京都環境局自然環境部水環境課地下水管理担当 

主任 

飯澤 明子 
東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課指導担当 

統括課長代理 

中橋 和也 
東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課指導担当 

主任 
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1-3．事務局 

 

滝沢 英夫 公益財団法人中央温泉研究所 研究部長  

 高橋 孝行 同   第 2部主任 

佐久間 元 同   第 3部主任研究員 

 村田 稲子 同   総務課長 

 鈴木 直子 同   庶務担当   
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2．温泉法におけるアナログ規制に係る検討課題 

 

温泉法におけるアナログ規制については、大まかには表 1 のとおり分類

され、ここに記載した見直しの方向性に沿って検討会で検討を行った。 

 

表 1 温泉法におけるアナログ規制とその見直しの方向性 

温泉法におけるアナログ規制 見直しの方向性 

可燃性天然ガスによる災害の防止に

係る目視点検及び定期点検 

デジタル技術の代替性や費用対効果

等について調査・検討の上、デジタル

技術を用いた現行の規制の合理化を

検討する 
都道府県職員の立入検査 

温泉の成分等の掲示、登録分析機関の

標識、登録分析機関登録簿の閲覧 

従来の方法による掲示・閲覧と併せ

て、インターネットを活用した掲示・

閲覧を行うことを基本とする 

 

各検討課題について表 2に整理する。検討会での検討部分を下線で示した。 

 

表 2 温泉法におけるアナログ規制に係る検討課題 

検討課題名 
規制の内容 

該当条文 該当条文内容 

 

検討課題 1 

 

目視点検 

 

 

 
温泉法施
行規則第
一条の二
第七号ロ 

（掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の
防止に関する技術上の基準） 
第一条の二 法第四条第一項第二号の環境省令で定
める技術上の基準（法第十一条第二項において準用
する場合を含む。）は、次の各号に掲げるものとする。 
七 毎日（掘削の工事を行わない日を除く。）一回以
上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 
ロ 第一号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴
出の兆候の有無を目視により点検すること。 

 
温泉法施
行規則第
一条の二
第八号 

（掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の
防止に関する技術上の基準） 
第一条の二 法第四条第一項第二号の環境省令で定
める技術上の基準（法第十一条第二項において準用
する場合を含む。）は、次の各号に掲げるものとする。 

八 第一号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行う

に当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の

有無を目視により点検すること。 
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検討課題 2 

 
目視点検 
定期点検 

 

  

温泉法施
行規則第
六条の三
第一項第
八号 

 

（温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる
災害の防止に関する技術上の基準） 
第六条の三 法第十四条の二第二項第一号の環境省
令で定める技術上の基準は、第三項に規定する場合
を除き、次の各号に掲げるものとする。 
八 毎月（温泉の採取を行わない月を除く。）一回以
上、ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然ガ
ス発生設備の異常の有無を目視により点検するこ
と。 

 
検討課題 3 

 
目視点検 
定期点検 

 

  
温泉法施
行規則第
六条の三
第三項第
十一号ロ 

 

（温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる
災害の防止に関する技術上の基準） 
第六条の三 法第十四条の二第二項第一号の環境省
令で定める技術上の基準は、第三項に規定する場合
を除き、次の各号に掲げるものとする。 
３ 温泉井戸が屋内にある場合における法第十四条
の二第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準
は、次の各号に掲げるものとする。 
十一 毎日（気候条件等により点検の作業が不可能な
日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が温泉の採
取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。）一回
以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 
ロ 温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無を目視
により点検すること。 

 
検討課題 4 

 
目視点検 

 

 

  
温泉法施
行規則附
則（平成
二〇年五
月二八日
環境省令
第五号）
第四条第
二項第八
号 

第四条 
2 前項に規定する場合であって、専ら温泉井戸を設
置することを目的とした、通常人が出入りしない地
下に埋設された施設（上部にのみ屋外に面する開口
部があり、かつ、当該開口部が堅固なふたで密閉され
ているものに限る。以下この項において「地下ピッ
ト」という。）に温泉井戸のみが設置されている場合
には、当該地下ピットについては、第六条の三第三項
の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用するも
のとする。 
八 毎月（温泉の採取を行わない月を除く。）一回以
上、温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排出口及び
ガス排出口の異常の有無を目視により点検するこ
と。 
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検討課題 5 

 
立入検査 

 

 

  
温泉法第
二十八条 
  

 

（報告徴収及び立入検査） 
第二十八条 都道府県知事は、温泉成分分析の適正な
実施を確保するために必要な限度において、温泉成
分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必
要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若
しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用す
る器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件
を検査し、若しくは関係者に質問させることができ
る。 

 
検討課題 6 

 
立入検査 

 

 

  
温泉法第
三十五条 
  

 

（立入検査） 
第三十五条 都道府県知事は、この法律の施行に必要
な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目
的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場
所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しく
は温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成
分若しくは利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況
若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係
者に質問させることができる。 

 
検討課題 7 

 
掲示 
 

 

 
温泉法第 
十八条 

 

（温泉の成分等の掲示） 
第十八条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、
施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところ
により、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 
一 温泉の成分 
二 禁忌症 
三 入浴又は飲用上の注意 
四 前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要
な情報として環境省令で定めるもの 

 
検討課題 8 

 
掲示 

 

  
温泉法第 
二十四条 
  

（登録分析機関の標識） 
第二十四条 登録分析機関は、環境省令で定めるとこ
ろにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見
やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示
しなければならない。 

検討課題 9 
 

掲示 

温泉法第 
二十三条 

（登録分析機関登録簿の閲覧） 
第二十三条 都道府県知事は、登録分析機関登録簿を
一般の閲覧に供しなければならない。 

検討課題 10 
 

オンライン化 
－ 

都道府県における「申請」「届出」「行政処分の通知等」
のオンライン化の状況及び手数料徴収のオンライン
化の状況 

 

  



 

9 

 

3．温泉法の運用に関するデジタル技術活用方策 

 

検討課題 1.  温泉法施行規則第一条の二第七号ロ（温泉掘削時における可

燃性天然ガスの噴出の兆候の有無の目視点検について）及び

温泉法施行規則第一条の二第八号（温泉掘削時湧出路の洗浄

時における可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無の目視点検に

ついて） 

 

（1）可燃性天然ガスの噴出の兆候 

 

可燃性天然ガスの噴出の兆候については、温泉井戸掘削における場合と石油・

天然ガス井や地熱井掘削における場合で確認方法が異なる。温泉井戸掘削では、

人による常時監視が一般的である。一方、石油・天然ガス井や地熱井掘削では、

人による常時監視に加えてマッドロギングシステムが用いられるのが一般的と

なっている。それぞれの掘削現場で行われている可燃性天然ガスの噴出の兆候

の確認方法は以下のようになっている。 

 

【温泉井戸掘削現場】 

 掘進率の上昇 

 回帰泥水の状況（泥水タンク内の水位等）や泥水温度、性状（匂い、湯

気や泡の発生）変化 

 掘削時に、１日 1回以上の携帯型の可燃性ガス測定器による掘削口等の

周辺の空気中のメタン濃度測定（地熱井掘削現場でも温泉法の規定によ

り実施） 

 湧出路の洗浄時に、常時可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視によ

り点検（地熱井掘削現場でも温泉法の規定により実施） 

 

【石油・天然ガス井や地熱井掘削現場】 

 掘進率の上昇 

 回帰泥水量の増加 

 ピットレベルの上昇又は低下 

 ガスカットマッドの排出（H2S，CO2検知器のアラーム音の発生） 

 逸泥後の状態異常（ガス臭，沸騰しているような音，湯気量等） 

 泥水循環温度の上昇 

 泥水ポンプ圧力の低下 

    等 
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マッドロギングシステムとは、掘削泥水の状況や掘削機器の状況を常時モニ

タリングし、記録を保存するシステムである。異常値をあらかじめ設定すること

で、異常発生時に警報を発することができる。マッドロギングシステムは、石油・

天然ガス井掘削現場で採用されてきたシステムで、専任作業員が配置され、様々

な項目を監視する。地熱井掘削現場でもマッドロギングシステムが採用される

が、国内の地熱井掘削現場では、暴噴を防ぐために最小限の監視項目に絞って無

人化されたマッドロギングシステムが運用されている。 

石油・天然ガス井掘削現場では、高圧のガス・石油貯留層を開発ターゲットと

するため、可燃性天然ガスの噴出の兆候をより早期に発見できるように、泥水中

に含まれるガスを強制的に分離しガスクロマトグラフ等の高感度センサーで測

定を行う。一方、地熱井掘削では、高圧のガス・石油貯留層ではなく高圧の地熱

貯留層を開発ターゲットとしており、火山地帯で掘削が行われる。なお、火山地

帯には堆積岩分布地域があまりないため、地表から地熱貯留層に到達するまで

の地層に可燃性天然ガスが貯留されていることはあまりなく、地熱貯留層に貯

留されているものは、水蒸気を主成分とするガスである。このため、可燃性天然

ガスの測定は、地熱井掘削の暴噴を防ぐための監視項目としては重要視されて

おらず、地熱井掘削時に用いられるマッドロギングシステムでは、可燃性天然ガ

スの測定器はオプション設定となっていることが多い。 

参考として、図 1 に学校法人ジオパワー学園[改修] 掘削技術の知識と実務 

スピンドル式掘削編から石油・天然ガス井掘削で使用されるマッドロギングシ

ステムの概要を引用した。 
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図 1 マッドロギングシステムの概要 

 

（2）デジタル技術活用の可能性 

 

温泉法の運用に関し、地熱井掘削においては既にデジタル技術を活用したマ

ッドロギングシステムが導入されているため、事例を参考とし、温泉井戸掘削現

場で活用できる可能性のあるデジタル技術を検討した結果、以下の 2 つが考え

られる。 

 

① マッドロギングシステム 

② 監視カメラによる現場監理 
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①【マッドロギングシステム】 

 

活用することで期待される効果 

 

●マッドロギングシステムの導入による安全性の向上 

マッドロギングシステムの導入により早期かつ客観的・自動的に噴出

兆候を把握できるため、安全性の向上が期待できる。 

また、マッドロギングシステムの本格導入ではなく、泥水タンクの水

位、温度及び泥水ポンプの吐出圧の監視システムや、回帰泥水中の可燃性

天然ガスを測定するシステムのみ部分導入することでも早期に噴出の兆

候を把握することが期待できる。 

 

●マッドロギングシステムの導入による作業負担の軽減 

マッドロギングシステムを導入することにより、掘進率の変化、回帰

泥水の状況変化（泥水タンクの水位や温度、泥水ポンプの吐出圧の変化）

の監視に関わる作業員の負担を減らせる可能性がある。 

 

活用に当たっての課題 

 

●マッドロギングシステムの費用負担 

地熱井掘削用に最低限の監視項目に絞って無人化したものでも、設置

費用・準備費用・撤去費等別途必要となるが 3ヶ月程度のリースで 400か

ら 500万円程必要となる。より早期に噴出の兆候を知るためには、石油・

天然ガス井掘削で一般的な泥水中のガスを空気と混ざらないように強制

分離する機器（デガッサ装置）で泥水中に含まれるガスをガスクロマトグ

ラフで測定するシステムが有効となるが、リース費用は最低でも地熱井

掘削用システムの 3倍以上必要となる。 

一方で、マッドロギングシステムの部分導入をする場合、泥水タンク

の水位、温度及び泥水ポンプの吐出圧の監視システムのみの部分導入で

は、3ヶ月程度のリースで 75から 85万円程度必要となる。デガッサ装置

と可燃性ガス検知器（メタンのみの濃度を無酸素環境でも測定できる熱

伝導度検出センサーを使用するタイプ）及び警報発信装置を加えると、3

ヶ月程度のリースで 300万円程度必要となる。 

 

●マッドロギングシステムの設置場所の確保 

マッドロギングシステムを導入する場合、各種センサーや記録装置等
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を設置する必要があり、狭い区画で作業することが一般的な温泉井戸掘

削現場に設置スペースを確保する必要がある。 

 

●温泉井戸掘削現場でのマッドロギングシステムの運用 

温泉井戸掘削現場では、泥水中の泡の出方やドローワークスのブレー

キハンドルから伝わる感覚等を頼りにしている事例がある。また、石油・

天然ガス井や地熱井掘削現場でも、マッドロギングシステムにより異常

を検知した後、井戸閉塞実施については、掘削作業員が現場の状況等を勘

案し総合的に判断を下す必要があり、完全なデジタル技術による代替は

困難である。 

 

●作業工期の確保 

常時測定を行う可燃性ガス検知器等のデジタル技術を併用すれば、作

業環境の安全性が向上するが、安全性を重視するシステム設定となり、十

分な工期の確保が必要となる。 

 

活用に当たっての留意点 

 

●可燃性天然ガスの賦存状態の違い 

石油・天然ガス井掘削では、石油鉱床や構造性天然ガス鉱床を開発タ

ーゲットとしているため、遊離ガスを測定対象としている。一方、温泉井

戸掘削は、水溶性天然ガス鉱床と同じ溶存ガスを測定対象とする。石油・

天然ガス井掘削時における遊離ガスが原因となる回帰泥水や泥水ポンプ

吐出圧の変化量に比べ、温泉井戸掘削時における溶存ガスが原因となる

回帰泥水や泥水ポンプ吐出圧の変化量は、軽微となる可能性がある。よっ

て、温泉井戸掘削時に回帰泥水や泥水ポンプ吐出圧の状況により早期に

噴出の兆候を把握するためには、回帰泥水や泥水ポンプ吐出圧のわずか

な変化量を捉える必要がある。 

また、水溶性天然ガスは、温泉に可燃性天然ガスが溶存した状態で地

下に貯留されているため、噴出兆候の初期段階での検知を目的とする場

合は、デガッサ装置を使用して溶存ガスを泥水から分離した上で測定す

ることが必要となる。 

 

●可燃性ガス検知器の劣化防止対策 

可燃性天然ガス検知器のセンサーは、湿気や硫化水素によりセンサー

が劣化するため、湿度対策や必要に応じて硫化水素対策が必要となる。 
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●作業員のマッドロギングシステムへの習熟度 

マッドロギングシステムは、温泉井戸掘削現場での導入事例が少なく

作業員の訓練・教育が必要となる。 

 

②【監視カメラ】 

 

活用することで期待される効果 

 

●事故原因究明のための資料収集 

監視カメラは、石油・天然ガス井掘削現場のみならず、地熱井掘削現場

でも導入された事例がある。カメラ画像により掘削作業の遠隔操作を行

うことは難しいものの、掘削作業現場の全景、掘削装置の計器類やドリル

パイプの掘進速度の変化、掘削口、泥水タンク及び湧出路の洗浄作業等の

画像を記録することにより、事故発生時の原因究明に役立てることがで

きる。 

 

活用に当たっての課題 

 

●監視カメラの耐久性 

掘削作業現場の全景等のように高解像度画像を記録しない場合、安価

な Webカメラの利用が考えられるが、設置場所が屋外の場合、防水機能が

必要となる。また、掘削口、泥水タンク及び湧出路の洗浄作業等の画像を

記録する場合、そのような場所に設置するカメラには、高い防水・防塵・

耐腐食機能といった耐久性だけでなく、可燃性天然ガスの噴出時に発火

源とならいように防爆仕様のものを選択する必要がある。 

 

●監視カメラの導入に係る費用負担 

各種監視カメラの性能、想定される設置場所及び本体概算価格を表 3

に示す。表 3に示した金額は、各種カメラの本体概算価格であり、記録装

置、設置費及びシステムへの接続費用等は含んでいない。また、屋外設置

型は、防水・防塵・腐食対策の施されたものであり、防爆型は、基本的に

防水・防塵・腐食対策の上爆発防止対策が施されたものである。 

なお、監視カメラを導入する場合、データの保守契約等も含む監視カ

メラシステムをリースで導入することも考えられるが、マッドロギング

システムに組み込まれた高精細かつ高耐久・防爆仕様のカメラのリース

契約であれば、設置費用等が 150万円ほど必要となり、データの記録と保
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守管理費用が 2500円/日程度という事例があった。一方で、警備会社の提

供する防犯目的のシステムであれば安価な導入も考えられる。一例とし

てリース料金が 1 万円/月の事例があるが、この事例に関しては 60 か月

リース契約を前提としているため、温泉井戸掘削の工期より長い期間分

の経費も支払う必要がある。 

 

表 3 監視カメラの性能、設置場所候補及び本体価格 

カメラの種類 画像の種類や付加機能 設置場所候補 
本体概算価格 
（万円） 

Webカメラ 可視光 作業現場の全景 0.3～1 

屋外設置型 

監視カメラ 
可視光・赤外線照明付 作業現場の全景 数万～20 

屋外設置型 

高精細監視 
カメラ 

可視光・赤外線照明付 
（高価格帯のものは、
パッシブセンサーによ
る照明点灯や画角の自
動変更機能等人相判別
が可能となるもの） 

作業現場の全景 
掘削口 
泥水タンク 

20～100 

屋外設置型 

監視カメラ 
可視光・赤外線熱映像 

掘削口 
泥水タンク 

50 

防爆型監視 
カメラ 

可視光・赤外線照明付 
掘削口 
泥水タンク 

10 

防爆型高精細 
監視カメラ 

可視光・赤外線照明付 
掘削口 
泥水タンク 

70～ 

 

活用に当たっての留意点 

 

●監視カメラを購入する場合のデータの送信及び保存 

掘削期間は、最低でも数か月に及ぶため、大容量のデータを保存する

必要がある。監視カメラを導入する場合、詳細な画像や動画を送信するに

は、光ファイバーケーブル等データ送信環境の確保と大容量データを記

録するための専用装置が必要となるため、設置費や本体費用の他に費用

負担が生じる。 

 

●適切な監視カメラの選択と設置に関する注意点 

掘削現場の全景であれば、比較的安価な低解像度 Web カメラの利用も
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考えられるが、掘削装置の計器類の記録には、カメラが計器類の直近に設

置できない場合、高精細カメラを用いて鮮明な画像を撮影する必要があ

る。また、計器類が日陰や逆光となる場所に設置されている場合や、夜間

作業や荒天時の作業時には、計器保護面の反射、光源不足及び計器保護面

に付着した水滴や雪が撮影の障害となることが考えられるので、赤外線

照明付きカメラの選択や、撮影対象を視認しやすくする工夫が必要とな

る。また、掘削口や泥水タンク及び湧出路の洗浄作業等の記録には、高い

防水・防塵機能や防爆仕様のカメラが必要となる。 

 

（3）検討会での意見と考察 

 

マッドロギングシステムを温泉井戸掘削現場に導入すれば、掘削時の安全性

の向上が期待できるが、石油・天然ガス井や地熱井掘削現場で使用されているマ

ッドロギングシステムをそのまま温泉井戸掘削現場へ導入するのは、コスト面

や設置場所の確保、作業工期の確保等の課題が存在するため、温泉井戸掘削現場

用に小規模化する必要があるとの意見があった。このため、マッドロギングシス

テムを部分的に導入することも考えられるが、そうすることで導入対象となる

センサー類が減るものの、記録装置や警報装置等センサー以外のシステム構成

要素がどちらにしても必要となるため、コストの低減はあまり期待できない。し

かしながら、泥水タンクの水位や温度、泥水ポンプの吐出圧の監視システムのみ

の部分導入であれば、設置費用・準備費用・撤去費等別途必要になるが、3ヶ月

程度のリースで、75 から 85 万円程度であり、泥水管理の人件費を考慮すれば、

一定の費用対効果が期待できるものと考えられる。 

また、人による監視をマッドロギングシステムで完全に代替することは不可

能である一方で、人による監視の問題である常時監視の際の集中力の欠如とい

った問題をデジタル技術が補完してくれる可能性が指摘された。 

なお、国内の温泉井戸掘削で可燃性天然ガスの噴出対策を行う場合、可燃性天

然ガスは、温泉に溶存した水溶性ガスであるため、その噴出の兆候を回帰泥水の

状況から把握するには、回帰泥水の微細な変化を点検する必要がある。また、回

帰泥水のガス濃度の変化により噴出の兆候を把握する場合は、デガッサ装置等

を利用し温泉から可燃性天然ガスを分離する必要がある。 

以上を踏まえると、温泉井戸掘削現場へのマッドロギングシステムの導入は

多くの課題や留意点を抱えるが、都市部での開発や多量の可燃性天然ガスが発

生する可能性の高い現場等、高度な安全性の確保を必要としつつ、事業者におい

て一定の費用負担が可能となるケースにおいては、導入する価値は十分にある

と考えられる。具体的には、南関東平野や大阪平野のような人口密集地において、
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周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合

や、過去にメタンガスの採取を行っていた地域では、マッドロギングシステムの

導入が考えられる。 

また、可燃性天然ガスの噴出の兆候がない地域でも、住宅密集地で掘削を行う

場合や、掘削口から敷地境界線までの水平距離が温泉法施行規則第一条の二第

一号で定める水平距離をわずかに超える程度しかない場合等の温泉井戸掘削現

場においては、泥水タンクの水位や温度、泥水ポンプの吐出圧の監視目的でマッ

ドロギングシステムを部分導入すれば、導入費用を安く抑えつつ、可燃性天然ガ

スの噴出兆候の検知による安全性向上のみならず、逸水時等の事故回避のため

に回帰泥水の監視に関わる作業員の負担を減らす効果が期待できる。 

監視カメラによる監視については、事故原因の究明の際の貴重な資料となり

うる。監視カメラを導入する場合は、通信ケーブルや、大容量データ記録装置等

を準備する必要があるが、掘削作業現場の全景等のように高解像度の画像を記

録しない場合、1万円以下の安価な Webカメラの利用も考えられ、掘削口や泥水

タンク等の記録を目的としたある程度の解像度のカメラであれば、20 万円ほど

で購入できる。ただし、設置箇所に応じて耐久性や防爆性を備える必要があり、

これらの性能に比例して購入価格が高額となる点も考慮が必要である。また、保

守契約付きの監視カメラシステムのリースであれば、警報の発信や保守管理、デ

ータの記録・保管等の手間が省けることが期待できこれらのコストはシステム

の構成変更等により低減できる可能性がある。以上を踏まえ、温泉井戸掘削現場

の状況に応じた最適な機種選定や運用方法を検討の上で監視カメラを活用する

ことが望まれる。 

 

 

検討課題 2.  温泉法施行規則第六条の三第一項第八号（ガス分離設備の内

部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無の目視

点検について） 

 

（1）設備の異常の種類及び一般的な点検項目 

 

ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の目視点検

については、以下の項目が挙げられる。 

 

 ガス分離設備内部の水位計の故障の目視確認（オーバーフロー水の状況や

水位計センサー、ボールタップの異常） 

 温泉井戸制御盤表示値（揚湯量や井戸水位） 

 排気口の目詰まりの目視確認 
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 ガス発生設備排気口につながる排気管の状況確認 

（結露や腐食による錆に伴う閉塞の有無の目視点検） 

 ガス分離設備内部圧力の確認（排気口の不具合による圧力上昇） 

 揚湯ポンプの送湯圧力の確認（ガス分離設備や配管の閉塞による圧力上昇） 

 ガス分離設備通過後の可燃性天然ガス濃度が基準値未満であることの確認

（ガス分離設備の能力確認） 

 揚湯量の確認（ガス分離設備の処理能力を超える揚湯量となっていないか） 

 配管やガス分離設備からの漏水の確認 

 火気厳禁等の掲示が適切な位置に設置されているか 

 関係者以外の立入禁止措置が適切に講じられているか 

 火気の使用制限等を遵守しているか 

 消火器が必要な個所に備え付けられているか 

 温泉施設以外の施設の異常により温泉施設に影響を与えていないか 

 

現地調査の結果、上記確認項目について、原則月に 1 回定期点検を実施して

いるが、一般的な点検項目を自主的に毎営業日点検し、月に１度記録を残してい

る施設が存在した。また、以前ガス分離装置の故障により基準値を超えていた施

設では、行政の指導により温泉法施行規則第 6 条の 3 第 1 項第 1 号における基

準値未満となる場所で 1 日 2 回、可燃性天然ガス濃度の確認を行っている施設

が存在した。 

 

（2）デジタル技術活用の可能性 

 

ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無の目

視点検において活用できる可能性のあるデジタル技術については、以下の 8 つ

が考えられる。 

 

【ガス分離設備内部の水位計の点検について】 

① 自動記録式水位計によるガス分離設備内部の水位の常時測定 

② 可燃性ガス検知器（吸引型）1による槽内空気の常時測定 

③ 電磁流量計を用いた汲み上げ量モニタリングによる水位計故障の検知 

 

【可燃性天然ガス発生設備の異常の有無の点検について】 

④ 監視カメラによる可燃性天然ガス発生設備の異常の有無の遠隔監視 

                         
1吸引型とは、吸引ポンプにより測定対象からガスをセンサー表面に吸引し測

定する方式であり、吸引口とセンサーの間に吸湿フィルタやガス吸着剤を組み

込むことにより湿度・腐食対策を講じることができる。また、センサー本体が

ケースで覆われており、屋外に設置することができる。拡散型は、吸引ポンプ

がなくセンサー表面に直接ガスが触れるため、湿度が高く腐食性ガスの発生す

る場所や屋外の使用に適さない。 
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⑤ 画像比較による異常の把握 

⑥ 可燃性ガス検知器（吸引型）による常時測定 

⑦ レーザー光を使用したメタンガス検知器による遠隔監視 

⑧ 赤外線メタンガス検知カメラをドローンやロボットに取り付けて行う自

動監視 

 

活用することで期待される効果 

 

●異常の早期発見 

常時監視を行うことで、異常を早期に発見できる可能性が高まる。 

 

●遠隔監視による作業負担の軽減 

監視カメラ等を利用することにより、複数の場所の目視点検を 1か所で

行うことが可能となる。 

 

●労働衛生環境の向上 

ガス分離設備内部は、酸欠空気や有害ガスが充満している可能性があり、

中毒事故が発生する可能性がある。また、高所のガス発生設備の目視点検

時には墜落事故が起きる可能性があり、デジタル技術を導入することでこ

れらの事故の防止が期待される。 

 

●画像比較による経年変化の早期発見 

可燃性天然ガス発生設備の異常の把握については、点検箇所の画像を保

存しておき、定期的に比較することで、可燃性天然ガスが漏洩するより前

に、経年劣化等による異常を早期に発見できる可能性がある。 

 

●人の目では検知できない異常の検知 

赤外線熱映像カメラを使用することで、わずかな温泉の漏水やガスの漏

洩による温度上昇を検知できる可能性がある。 

 

活用に当たっての課題 

 

●計測機器の導入コスト 

各種センサー等の本体概算価格を表 4に示す。表 4に示した金額は、各

種センサー等の本体概算価格であり、設置費及びシステムへの接続費用や

記録装置の費用は含んでいない。 
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表 4 計測機器の導入コスト 

デジタル技術名 センサー等の種類 
本体概算価格※ 

（万円） 

①自動記録式水位計による
ガス分離設備内部の水位の
常時測定 

水位計センサー 
（水深 2ｍを想定） 

5～13 

警報装置付気泡式水位計 
（水深 2ｍを想定） 

30 

②可燃性ガス検知器による
槽内空気の常時測定 

可燃性ガス検知器 
（吸引型） 

30 

③電磁流量計を用いた湧出
量モニタリングによる水位
計故障の検知 

電磁流量計 
（口径 50A用を想定） 

40～80 

④監視カメラによる可燃性
天然ガス発生設備の異常の
有無の遠隔監視 

監視カメラ 
（可視光・赤外線照明付き） 

数万～100 

監視カメラ 
（可視光・赤外線熱映像） 

50 

⑤画像比較による異常の把
握 

フラッシュ付きカメラ 数万 

⑥可燃性ガス検知器による
常時測定 

可燃性ガス検知器 
（吸引型） 

30 

⑦レーザー光を使用したメ
タンガス検知器による遠隔
監視 

メタンガス検知器 
（レーザー光方式） 

100 

⑧赤外線メタンガス検知カ
メラをドローンやロボット
に取り付けて行う自動監視 

赤外線メタンガス検知カメ
ラ（ロボット搭載型） 

3000 

※記録装置、設置費及びシステムへの接続費用等含まず 

 

●デジタル機器による監視の限界 

腐食による設備外観の色の変化や、異音、電気部品の劣化による異臭

の発生等、人の感覚に頼らないと確認できない異常がある。また、これ

らの現場の状況等を勘案した総合的な判断が必要となる場合も考えられ

るため、完全なデジタル技術による代替は困難である。 

 

●遠隔監視における問題点 

温泉施設には複雑な配管が設置されている場合や、床面に漏水時の対

策として段差が設けてある場合があり、死角が生じる可能性があるため、

可燃性ガス検知器やカメラを設置する場合、ガスが滞留しやすい場所を
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調査し、適切な設置場所や設置数を決定する必要がある。特に、レーザ

ー光を用いたメタンガス検知器による遠隔監視については、測定場所か

ら対象となる空間航路上の平均的な濃度が測定されるため適切な測定場

所の選定が必要だが、構造物や段差の多い温泉供給設備においては設置

場所が限定される恐れがある。 

なお、設置場所や設置数を検討する場合、一般高圧ガス保安規則（昭

和 41 年通商産業省令第 53 号）に係る「一般高圧ガス保安規則の機能性

基準の運用について」（平成 13 年 3 月 23 経済産業省資源エネルギー庁

原子力安全・保安院保安課 原院第 1号）が参考となる可能性がある。 

 

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について 

（23．ガス漏えい検知警報設備及びその設置場所）から抜粋 

 

 
 

●水蒸気や有害ガス及び風雨対策 

ガス分離設備内部は、高湿度で硫化水素や塩素ガスが発生する可能性

がある。ガス分離設備内部に水位計を設置する場合、腐食対策を講じる

必要があり、気泡式水位計等の耐腐食性能の高い水位計を選定する必要

がある。また、ガス分離槽内部でショートによる電気放電が起きないよ

う、センサーの電気配線の接続は、ガス分離槽の外で接続する等配慮が

必要である 

また、可燃性ガス検知器をガス分離設備内部の異常検知のために使用

する場合や屋外に設置する場合は、湿度や腐食ガス、風雨による劣化が

3.1 製造施設（配管を除く。以下 3.1 において同じ｡)における検知警報設備

の検出端部の設置場所及び個数は、次の各号によるものとする。 

(1) 建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽その

他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備（(3)に掲げるものを除く｡)

が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやす

い場所に、これらの設備群の周囲 10ｍにつき１個以上の割合で計

算した数 

(2) 建物の外に設置されている(1)に掲げる高圧ガス設備が他の高圧

ガス設備、壁その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設

けられている場合、漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所

に、その設備群の周囲 20ｍにつき１個以上の割合で計算した数 

(3) 加熱炉等の火源を含む製造施設の周囲のガスの滞留しやすい場所

に、その周囲 20ｍにつき１個以上の割合で計算した数 

(4) 計器室（漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置

（注）を講じた場合を除く。）の内部に１個以上 
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起きやすいため、吸湿フィルタやガス吸着剤による湿度・腐食対策を講

じた吸引型を選択することと、定期的な保守管理が必要となる。 

 

活用に当たっての留意点 

 

●画像撮影方法の均質化 

可燃性天然ガス発生設備の異常の点検のため、画像を保存する場合、撮

影時の天候や照明器具の状況によって色合い等が変化する場合があるので、

対象物を撮影する角度を同じくするだけでなく、フラッシュ撮影を行う等、

自然光や人工光源による色調の変化が生じないよう配慮する必要がある。 

 

●停電対策 

計測機器を設置する場合、停電時に対応できるよう非常用電源を設ける

必要がある。 

 

●ノイズ対策 

既存施設にセンサーを増設する場合、既存の電気設備が発する電気ノイ

ズや電源に由来する電気ノイズによりセンサーが誤作動を起こす可能性が

ある。このため、新たに各種センサーを設置する場合、既存の温泉設備の

配電盤、ケーブル類や電源についてノイズ対策が必要となることがある。

ノイズ対策は、配電盤の基板変更や、フェライトコアといった電気ノイズ

を低減するための電子部品の設置、ケーブルのシールド加工等考えられる

が、設置場所や既存設備の状況によっては効果が限定される。ノイズ対策

に関しては、設置場所や既存設備の状況を調査した上で対応を検討する必

要がある。電気ノイズが深刻な場合、センサー信号の演算処理方法を検討

する等、プラント設備業者によるノイズ対策が必要となる場合がある。 

 

●ガス水比の高い温泉井戸特有の問題 

各種センサーにより異常を検知した際に、温泉井戸の汲み上げ自動停止

装置を設置する場合、普段自噴していなくても、ガス水比の高い温泉井戸

では、揚湯による水頭圧の低下による可燃性天然ガスの沸騰現象が継続す

ることで、ポンプを停止しても自噴が続く可能性がある。このため、ガス

水比の高い温泉井戸では、汲み上げ装置の停止だけでなく、配管閉塞を行

い確実に停止する必要がある。 

 

●各種センサーの保守点検 

各種センサーについては、メーカーの定める保守点検期間が設定されて

おり、正確な測定値を得るため、メーカーによる校正を必ず受ける必要が

ある。校正により適正な数値が得られない場合、速やかな部品交換が必要

となる。  
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（3）点検周期の見直しについて 

 

現地調査の結果、月１回の点検周期について負担視するような意見はなく、

むしろより高頻度で自主点検するケースも見受けられた。また、配管の腐食や排

気口の目詰まりの目視等、人の感覚に頼る検査項目も多数存在し、デジタル技術

による完全代替は困難であることから、法定点検間隔を延伸する必然性はない

と考えられる。 

 

（4）検討会での意見と考察 

 

ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無の目

視点検にデジタル技術を導入すれば、安全性の向上や作業負担の軽減、労働衛生

環境の向上等が期待できる。ただし、大規模施設では導入による作業負担や人件

費の軽減、安全性向上の宣伝効果等があるかもしれないが、中小規模の温泉旅館

等は点検に係る作業量も大きくはなく、また経営状態の悪い事業者においては、

顕著な作業負担や人件費の軽減につながらないため、デジタル技術を導入して

も費用負担に見合う利点が期待できないことから、導入には消極的ではないか

との意見があった。このため、デジタル技術の活用によって得られる効果が、事

業者の経営規模や経営状態により左右されると考えられる。 

また、デジタル技術の活用に当たっての個別論点としては、検討委員による

と、ガスの漏洩を検査するには、比較的安価な接触燃焼式センサーを使用する可

燃性ガス検知器を設置するのが一般的であるが、レーザー光を使用したメタン

ガス検知器は広範囲の検知に向いており、検討課題 1 の掘削現場で携帯型可燃

性ガス測定器に変えて、作業員が携帯する方が、利用価値が高いのではないかと

の意見があった。 

また、点検周期については、デジタル技術による完全代替が不可能であるこ

とと、現行の法定点検周期を負担視する意見も見受けられないことから、現行の

周期を延伸する必要性は低いと考えられる。 

 

 

検討課題 3.  温泉法施行規則第六条の三第三項第十一号ロ（温泉井戸及び

ガス換気設備の異常の有無の目視点検について） 

 

（1）設備の異常の種類及び一般的な点検項目 

 

屋内に設置された温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無の目視点検につい
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ては、以下の項目が挙げられる。 

 

 温泉井戸ピット上面排気口の可燃性天然ガス濃度測定 

 温泉井戸の目視確認 

（キャプタイアケーブル挿入口のシーリング材の劣化の目視点検） 

 ガス換気設備排気口につながる排気管の状況確認 

（結露や腐食による錆に伴う閉塞の有無の目視点検） 

 ガス換気設備排気口へつながる配管内結露水の除去 

 換気扇の経年劣化による能力低下や停止、異音の発生状況の点検 

 温泉井戸付近へ小動物が進入してないかどうかの目視点検 

 

現地調査を行った施設では、上記確認項目について毎日 1 回定期点検を実施

しており、可燃性天然ガス濃度等の測定結果は、作業員がタブレットを携帯しそ

の場で記録を保存している。 

 

（2）デジタル技術活用の可能性 

 

温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無の目視点検において活用できる可能

性のあるデジタル技術については、以下の 2つが考えられる。 

 

① 監視カメラによる温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無の遠隔監視 

② 電気回路によるガス換気設備の異常の検知 

 

活用することで期待される効果 

 

●遠隔監視による作業負担の軽減 

監視カメラを利用することにより、複数の場所の目視点検を制御室等で

行うことが可能となる。 

 

●労働衛生環境の向上 

換気設備等、高所に位置する設備の目視点検時には墜落事故が起きる可

能性があり、デジタル技術を導入することで事故の防止が期待される。 

 

●暗い場所での遠隔監視 

防犯カメラ等で採用されている赤外線照明を利用すれば、光源が無い暗

い場所でも鮮明な画像が得られる。 
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●電気回路によるガス換気設備の異常の検知 

換気設備の主要部品である換気扇は、モーターによって駆動しており、

業務用の換気扇には、異常発生時にモーターや配線の焼損を防ぐために配

電盤に保護回路2を設置できるものが市販されている。このような保護回路

が起動した際や通電が遮断された際に警報を発するように換気設備の回路

を設計することにより、換気設備の異常を遠隔で早期に検知することが期

待される。 

 

活用に当たっての課題 

 

●計測機器の導入コスト 

監視カメラの販売価格は、数万円から 100万円程度である。高価格帯の

カメラは、パッシブセンサーによる照明点灯や画角の自動変更機能等をも

ち、人相を鮮明に判読するためのカメラである。温泉施設の点検において

最低限必要となる赤外線照明付きで暗所でも使用可能な防犯カメラは数万

円程度、温泉の漏水やガスの漏洩による表面温度分布を可視化した赤外線

熱映像（サーモグラフィー）と可視光画像の両方を撮影できるカメラは 50

万円程度で販売されている。 

電気回路によるガス換気設備の異常を検知するために警報回路を設置す

る場合、過電流による配線温度上昇を検知するリレースイッチ自体の値段

は数千円程度であるものの、リレー回路や配電盤の設計費用が生じるとと

もに、必要に応じて配電盤の設置場所の熱上昇を抑制する等の対応が生じ

る。同様に、過電流を測定するための電気部品は数万円から販売されてい

るが、警報回路や配電盤の設計変更費用等が生じる。  

 

●デジタル機器による監視の限界 

腐食による設備外観の色の変化、換気扇の駆動軸の摩耗等による異音の

発生、電気部品の劣化による異臭の発生等、人の感覚に頼らないと確認で

きない異常がある。また、これらの現場の状況等を勘案した総合的な判断

                         
2 換気扇ブレードの汚れや破損による不規則な回転や、回転する部分に組み

込まれたベアリングの劣化による換気扇ブレードの駆動軸の不具合及びモー

ターコイルの劣化等が起きると、換気扇に供給される電流値が上昇する。そ

の際、過電流によるモーターの焼損を防ぐためにリレー等により電力を遮断

する回路。換気扇に設置される一般的な保護回路には、過電流による配線の

温度上昇を検知するタイプと、過電流による電流値の上昇を直接測定して異

常を検知するタイプがある。 
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が必要となる場合も考えられるため、完全なデジタル技術による代替は困

難である。 

  

●遠隔監視における問題点 

温泉施設には複雑な配管が設置されている場合や、床面に漏水時の対策

として段差が設けてある場合があり、死角が生じる可能性があるため、カ

メラを設置する場合、設置数や設置場所を考慮する必要がある。 

 

活用に当たっての留意点 

 

●停電対策 

監視カメラや警報回路を設置する場合、停電時に対応できるよう非常用

電源を設ける必要がある。 

  

  ●警報回路の設置場所と作動確認に関する留意点 

温泉施設の換気設備は高温・高湿度の環境にさらされるため、警報回路

は換気設備本体ではなく、配電盤等の電力供給部分に設置する必要がある。

また、警報を発する電流値や温度の設定を適切に設定しないと、誤作動に

より換気設備の停止が頻発する危険性がある。また、警報回路の不具合が

起きていないか定期的に作動確認を行う必要がある。 

 

●ノイズ対策 

既存配電盤に警報回路を増設する場合、既存の電気設備が発する電気ノ

イズや電源に由来する電気ノイズにより回路が誤作動を起こす可能性があ

る。このため、新たに警報回路を設置する場合、既存の温泉設備の配電盤、

ケーブル類や電源についてノイズ対策が必要となることがある。ノイズ対

策は、配電盤の基板変更や、フェライトコアといった電気ノイズを低減す

るための電子部品の設置、ケーブルのシールド加工等考えられるが、設置

場所や既存設備の状況によっては効果が限定される。ノイズ対策に関して

は、設置場所や既存設備の状況を調査した上で対応を検討する必要がある。

電気ノイズが深刻な場合、センサー信号の演算処理方法を検討する等、プ

ラント設備業者によるノイズ対策が必要となる場合がある。 

 

 

 



 

27 

 

（3）点検周期の見直しについて 

 

現地調査によると、腐食による設備外観の色の変化や、異音の発生、異臭の

発生等、人の感覚に頼らないと確認できない異常があるため、デジタル技術によ

る完全代替には限界がある。また、排気口へつながる配管内結露については、温

泉の温度や排気口付近の気温等により変化する可能性があり、日々の点検が必

要である。設備異常時に事故が起こりやすく、過去には死亡事故も発生している

屋内施設という特殊性も踏まえると、法定点検周期を延伸することによる安全

性の確保が不確実であり、延伸すべきではないと考えられる。 

 

（4）検討会での意見と考察 

 

温泉井戸が屋内にある施設については、すでに温泉法施行規則第 6 条の 3 第

3項第 5号で警報装置の設置が義務付けられている。また、同項第 6号には、「温

泉井戸は、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセ

ント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又

は温泉の自噴を停止できる構造であること。ただし、温泉のゆう出路の構造上等

の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。」との記載があり、すでに

デジタル機器によるフェールセーフ的な考え方が温泉法に取り入れられている。 

このため、温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無の目視点検に活用しうる

デジタル技術として、監視カメラや警報回路に着目して検討を行った。検討会で

は、監視カメラを活用することで、作業負担の軽減、労働衛生環境の向上等が期

待できるが、大規模施設においてはこれらの効果等が期待できる可能性がある

ものの、中小規模の温泉旅館等は点検に係る作業量も大きくはなく、また経営状

態の悪い事業者においては、作業負担や人件費の軽減につながらないため、監視

カメラを導入しても費用負担に見合う利点が期待できないことから、導入には

消極的ではないかとの意見があった。このため、監視カメラの活用によって得ら

れる効果が、事業者の経営規模や経営状態により左右されると考えられる。一方、

警報回路については、水中モーターポンプの異常が起きた際に、モーターの焼損

を防ぐために 3Ｅリレーを配電盤に設置する事例が紹介された。換気設備でもモ

ーターが使用されており、電源系の異常を検知することで、換気設備の異常が起

きた際に早期に異常を知ることができるのではないかとの意見があった。換気

設備の異常は、事故につながりやすく早期に発見する必要がある。警報回路の設

置は、配電盤の設計変更等費用負担が生じるものの、費用負担に見合う利点が期

待される。 

なお、ガス換気設備については、事務局では当初 IoT 機能を持った換気扇の
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活用可能性を検討したが、異常の早期発見が可能となるものの、制御機能まで持

たせた場合、外部からの不正アクセス防止等ネットセキュリティ対策が必要と

なり、検討委員によるとそのような換気扇が温泉施設に設置されている事例は

ないのではないかとのことであった。また、温泉井戸付近への小動物の進入につ

いては、パッシブセンサーの利用も当初検討したが、検討委員より、金網等を設

置することで対応できるとの意見があった。これらの理由から IoT 機能を持っ

た換気扇やパッシブセンサーの利用は今回見送ることとした。 

点検周期については、デジタル技術による完全代替が不可能であることや

日々の点検が必要となる項目があること、換気扇等その不備が直ちに災害につ

ながる監視項目であること、また、現行の法定点検周期を負担視する意見も見受

けられないことから、現行の周期を延伸する必要性は低いと考えられる。 

 

 

検討課題 4.  温泉法施行規則附則（平成二〇年五月二八日環境省令第五号）

第四条第二項第八号（温泉井戸、地下ピットの内部の空気の

排出口及びガス排出口の異常の目視点検について） 

  

（1）設備の異常の種類及び一般的な点検項目 

 

地下ピット内の温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排出口及びガス排出口

の異常の目視点検については、以下の項目が挙げられる。 

 

 地下ピットのふたに開けられた排出口の目詰まりの目視点検。 

 （法規制前の事例であるが、温泉井戸から漏れ出したガスにより井戸を覆 

  うマンホールのふたが吹き飛んだ事例がある） 

 排出口の目詰まり（温泉昇華物の付着等による）の目視点検 

 温泉井戸が水没していないかどうかの目視点検 

 

現地調査を行った施設では、上記確認項目について毎月 1 回定期点検を実施

していた。 

 

（2）デジタル技術活用の可能性 

 

地下ピット内の温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排出口及びガス排出口

の異常の目視点検において活用できる可能性のあるデジタル技術については、

以下の 2つが考えられる。 
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① 可燃性ガス検知器（吸引型）による地下ピット内部の可燃性天然ガス

濃度の常時測定 

② 監視カメラによる地下ピット内部及び地下ピットの内部の空気の排

出口及びガス排出口の遠隔監視 

 

活用することで期待される効果 

 

●異常の早期発見 

地下ピットに可燃性ガス検知器を設置し、可燃性天然ガス濃度の 

常時監視を行えば、異常を早期に発見できる可能性が高まる。 

 

●遠隔監視による作業負担の軽減 

監視カメラを利用することにより、複数の場所の目視点検を制御室等で

行うことが可能となる。 

 

●労働衛生環境の向上 

地下ピット内は暗く温泉付随ガスが充満している可能性があり、地下ピ

ット内への墜落事故が起きる可能性がある。また、地下ピットのふたは堅

固で重いため、ふたの開閉時に指を挟む等の労働災害が発生する危険性が

ある。地下ピットのガス排出口についても、高所に位置するため、目視点

検時に墜落事故が起きる可能性があることから、デジタル技術を導入する

ことでこれらの事故の防止が期待される。 

 

●暗い場所での遠隔監視 

防犯カメラ等で採用されている赤外線照明付監視カメラを利用すれば、

光源が無い暗い場所でも鮮明な画像が得られる。 

 

活用に当たっての課題 

 

●計測機器等の導入費用 

①の可燃性ガス検知器（吸引型）が本体価格 30万円程である。 

②の監視カメラが数万円から 100万円程度である。高価格帯のカメラは、

パッシブセンサーによる照明点灯や画角の自動変更機能等をもち、人相を

鮮明に判読するためのカメラである。温泉施設の点検において最低限必要

となる赤外線照明付きで暗所でも使用可能な防犯カメラは数万円程度、温

泉の漏水やガスの漏洩による表面温度分布を可視化した赤外線熱映像（サ
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ーモグラフィー）と可視光画像の両方を撮影できるカメラは、50万円程度

で販売されている。 

   

●地下ピットの構造上の問題点 

地下ピット内に可燃性ガス検知器やカメラを設置する場合、地下ピット

内は暗く、集中豪雨等により水没する危険性がある。地下ピット内に可燃

性ガス検知器やカメラを設置する場合、暗所対策や排水設備の設置が必要

となる。 

 

●デジタル機器による監視の限界 

排出口の土砂や錆等による閉塞については、触診等、人の感覚に頼る確

認が必要となる。 

 

●温泉施設で発生する水蒸気や有害ガス対策 

地下ピット内に可燃性ガス検知器を設置する場合、可燃性ガス検知器は、

湿度や腐食ガスによる劣化が起きやすいため、吸湿フィルタやガス吸着剤

による湿度・腐食対策を講じた吸引型を選択することと、定期的な保守管

理が必要となる。 

 

活用に当たっての留意点 

 

●堅牢性の確保 

地下ピットの内部の空気の排出口は、人や車が往来する場所にあり、破

損や水没の危険性がある。センサーやカメラを設置する場合、堅牢性の確

保が必要となる。 

 

●停電対策 

可燃性ガス検知器や監視カメラを設置する場合、停電時に対応できるよ

う非常用電源を設ける必要がある。 

 

●ノイズ対策 

既存施設にセンサーを増設する場合、既存の電気設備が発する電気ノイ

ズや電源に由来する電気ノイズによりセンサーが誤作動を起こす可能性が

ある。このため、新たに各種センサーを設置する場合、既存の温泉設備の

配電盤、ケーブル類や電源についてノイズ対策が必要となることがある。

ノイズ対策は、配電盤の基板変更や、フェライトコアといった電気ノイズ



 

31 

 

を低減するための電子部品の設置、ケーブルのシールド加工等考えられる

が、設置場所や既存設備の状況によっては効果が限定される。ノイズ対策

に関しては、設置場所や既存設備の状況を調査した上で対応を検討する必

要がある。電気ノイズが深刻な場合、センサー信号の演算処理方法を検討

する等、プラント設備業者によるノイズ対策が必要となる場合がある。 

 

（3）検討会での意見と考察 

 

デジタル機器を導入すれば、安全性の向上や作業負担の軽減、労働衛生環境

の向上等が期待できる。ただし、大規模施設では導入による作業負担や人件費の

軽減、安全性向上の宣伝効果等があるかもしれないが、中小規模の温泉旅館等は

点検に係る作業量も大きくはなく、また経営状態の悪い事業者においては、作業

負担や人件費の軽減につながらないため、デジタル技術を導入しても費用負担

に見合う利点が期待できないことから、導入には消極的ではないかとの意見が

あった。また、現地調査の際に温泉井戸管理者にヒアリングを行ったところ、月

に 1 回程度の確認であれば、作業的にもそれほど負担とならず、デジタル機器

導入にかかるコストの方が問題であるとの意見があった。このため、デジタル技

術の活用によって得られる効果が、事業者の経営規模や経営状態により左右さ

れると考えられる。 

検討委員からは、ガス排出口に鳥の死骸が詰まった事例が紹介された。当該

事例では、ガス排出口から酸欠空気が排出されており、排出口を覗き込んだ鳥が

酸欠空気を吸い込み即死し、排出口内に落ちたようである。また、地下ピット内

のジャンクションボックス内にヘビが入り込み、脱皮を行った事例があったと

のことである。また、地下ピットではないものの、屋内の配電盤でヘビが脱皮し

ようとしたところ、ショートが起き、停電した事例があったそうである。このよ

うな事例については、カメラやパッシブセンサー等のデジタル技術で確認して

からでは対応が間に合わないため、防虫網やシーリング剤の利用等動物の侵入

を防ぐためのアナログ的な手法の方が、効果が高いと考えられる。 

 

 

検討課題 5. 温泉法第二十八条（登録分析機関に対する報告徴収及び立入検

査について） 

 

（1）立入検査の実施項目 

 

立入検査の実施項目には、以下の項目があげられる。 
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 分析機関の帳簿（必要な経理的基礎を有することの確認） 

 過去の温泉分析書の写しの検査 

 温泉分析書作成及び精度管理に係る書類等の検査 

 登録分析機関の標識の確認 

 温泉成分分析に使用する器具、機械、装置等の検査 

 温泉成分分析に使用する分析試薬等の検査 

 誤った温泉成分分析書を交付した登録分析機関に対する、再発防止策の

確認 

 その他温泉分析に必要な事項の検査 

 

（2）立入検査周期の実態 

 

登録分析機関への立入検査実施事例のある都道府県は 13あった。新規登録時

や、誤った分析書を発行する等の問題発生時に立入検査を行った事例が多くを

占めるが、定期的に立入検査を実施している都道府県があった。その数は 2 例

で、1例が年 1回、もう 1例が 4年に 1回立入検査を実施している。 

 

（3）デジタル技術活用の可能性 

 

登録分析機関への立入検査で活用できる可能性のあるデジタル技術について

は、以下の 2つが考えられる。 

 

① Webカメラを利用した遠隔検査 

② メールによる書類等の事前確認 

 

活用することで期待される効果 

 

●遠隔監視による作業負担の軽減 

Web カメラの利用やメールによる書類の事前確認を行うことで、職員が

現地に赴くことなく検査を行うことが可能となる。 

 

活用に当たっての課題 

 

●Webカメラ等のデバイス導入コスト 

Web カメラについてはスマートフォンで代用できる可能性があるが、温

度計の製造番号等小さな文字を判読する必要がある場合、超高精細カメラ
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が必要となる。超高精細カメラには 200から 300万円程するものもある。 

 

●通信環境の確保とセキュリティ対策 

Web カメラを利用する場合や帳簿等をメールで送受信する場合、通信環

境の確保とネットセキュリティの確保が必要となる。 

 

活用に当たっての留意点 

 

●真正性の判断 

Web カメラを利用する場合、送信された画像の真正性を判断することが

困難である。相手方にとって都合の悪い部分があった場合に、遠隔検査で

それらを確認する方法を検討する必要がある。 

  

●立入検査記録の保存 

Web カメラを利用して立入検査を行った場合、大容量の動画データの保

存方法等検討する必要がある。 

 

●セキュリティの確保 

個人情報や資産情報を含む書類をメールによる送受信を行う際には、送

信時にパスワードを付与する等ネットセキュリティの確保に留意する必要

がある。 

 

（4）検討会での意見と考察 

 

東京都では、年１回立入検査を実施しており、登録要件、届出状況、設備変更

の有無についての確認や、発行済み分析書を収集し不備がないか確認している

とのことであった。このうち、分析書や帳簿等の書面の確認についてメールを活

用するのは、現地で書面確認することと比べて事前に内容を精査することがで

き、現地の作業時間の短縮にもつながるため一定の効果が期待できるのではな

いかと考えられる。 

検討会では、Web カメラやスマートフォンを利用したリアルタイムのウェブ

会議のような形で立入検査を行うことも検討すべきではないかとの意見があっ

たが、実際の立入検査では、検査項目も多く、オンラインでのやり取りで効率的

に検査できるかどうかが懸念される。また、現地で分析装置だけでなく分析施設

全体として見ることで気付くことや指摘できることがあり、効率も含めて考慮

すると、現場で実際に見たほうがよいのではないかとの意見があった。 
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以上を踏まえると、書面検査においてメールを利用することで立入検査の一

部効率化を図ることは可能であるが、Webカメラやスマートフォンの利用にあた

っての課題が多いこともあり、すべての立入検査項目をデジタル技術で代替す

ることは難しいと考えられる。 

なお、都道府県による登録分析機関への立入検査の事例が少ない現在の状況

においては、前述のような形でメールを活用した書面検査を定期的に行うこと

により、登録分析機関の登録要件や活動状況等の最低限の現状確認を行うこと

ができるため、各都道府県においてこれらのような取組が実施されることが望

ましい。 

 

 

検討課題 6.  温泉法第三十五条（都道府県による掘削工事の場所、温泉の採

取の場所又は温泉利用施設への立入検査について） 

 

（1）立入検査の実施項目 

 

都道府県職員や担当保健所職員による立入検査が実施されており、他法令の

立入検査実施に併せて実施されることがある。検査項目は、温泉井戸や利用施設

の許可内容に相違が無いかどうかの検査や、記録の保存状況等多岐にわたる。 

 

（2）立入検査周期の実態 

 

 各種申請が提出された際や、届出の確認、事故や苦情が提出された際に

行われることが一般的である。 

 温泉の採取の場所、温泉利用施設については、通常は 3 年に 1回程度だ

が、可燃性天然ガスや硫化水素等の安全対策に特に注意が必要と認めら

れる施設については、1～2 年に 1 回又は 1 年に複数回の検査をする事

例がある。 

 安全対策が適切に採られている施設については 5～10 年に 1 回程度の

検査周期とする事例がある。 

 温泉資源の動向を監視するため、自動記録計を設置し、定期的に管轄保

健所職員がデータ回収を行う事例や、汲み上げ量と水位の月報を年１回

の周期で書面による報告を受けている事例がある。 
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（3）デジタル技術活用の可能性 

 

掘削工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設への立入検査で活用で

きる可能性のあるデジタル技術については、以下の 3つが考えられる。 

 

① Webカメラを利用した遠隔検査 

② メールによる書類等の確認 

③ GPS測量による正確な温泉井戸の位置情報の取得 

 

活用することで期待される効果 

 

●遠隔検査による作業負担の軽減 

Web カメラの利用やメールによる届出書類等の確認を行うことで、職員

が現地に赴くことなく検査を行うことが可能となる。 

 

●井戸の設置場所の特定 

掘削工事の完了届け出を受けて台帳登録する際に、GPS による座標測量

結果を登録すれば、正確な場所を記録することが可能となる。資源保護や

地盤沈下対策として新規掘削温泉井戸と既存温泉井戸の距離制限を設けて

いる場合、温泉井戸間の正確な距離測定が行える。また、温泉法の施行状

況調査によると、温泉井戸の廃止の際に、所有者が不明になる事例や、土

地の改変により温泉井戸の場所が不明となる事例が散見される。現在の掘

削許可申請では、複数の不動点からの距離が測定されることが多いが、GPS

によるポイント測量を行えば誤差数センチメートルで座標測量を行うこと

が可能であり、温泉井戸の場所を正確に把握できる。 

 

活用に当たっての課題 

 

●Webカメラ等の導入費用 

温泉施設の管理者等に Webカメラやスマートフォンで画像を送付しても

らう場合、送信側のデバイスの確保が必要となる。 

 

●GPS座標測量の費用 

掘削申請書類において、掘削地点から不動点までの距離を用いた位置図

ではなく、掘削地点の座標測量結果を添付することを定める場合、測量士

の作成する正式な誤差数センチメートルの座標測量図面は、50万円程度の
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費用を要する。申請者自らが GPS 測量機器と同等のデバイスを用いて同精

度の座標を確認する場合は、デバイスのリース費用は数万円で済むものの、

いずれにしても掘削申請者に追加の費用負担を求めることとなる。 

一方で、GPS 測量機器と同等の誤差数センチメートルの座標測量は困難

であるものの、国土交通省が無料で提供する『測量成果電子納品「業務管

理項目」境界座標入力支援サービス』等を利用することも考えられる。 

 

【測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス】 

 https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html（2023 年 11月確認） 

※『測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス』で得られた情報を

使用する際には、出典を「国土地理院」または「地理院タイル」等と明記すれば本

サービスの使用許可取得は必要ない。 

 

●通信環境の確保とセキュリティ対策 

Web カメラを使用する場合、温泉旅館は国内の通信環境の充実していな

い地域にも存在するため、通信環境の確保が必要となる。また、ネットセ

キュリティの確保が必要となる。 

 

活用に当たっての留意点 

 

●人の感覚に頼る測定 

デジタル機器では、温泉水の確認で重要となる匂いや正確な色が判断で

きず、また、特殊な広角レンズを使用しても設備全体の確認が難しいため、

デジタル機器による完全代替は困難であり、人の感覚に頼る測定も併せて

行うことが必要である。 

 

●真正性の判断 

Web カメラやスマートフォンを利用する場合、送信された画像の真正性

を判断することが困難である。相手方にとって都合の悪い部分があった場

合に、遠隔検査でそれらを確認する方法を検討する必要がある。 

  

●プライバシーの確保 

公衆浴場等で Webカメラやスマートフォンを利用する場合、利用者がい

る状態での遠隔検査は、利用者の映り込みが起きる可能性がある。 
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●立入検査記録の保存 

Web カメラやスマートフォンを利用して立入検査を行った場合、大容量

の動画データの保存方法等検討する必要がある。 

 

●セキュリティの確保 

個人情報や資産情報を含む書類をメールによる送受信を行う際には、メー

ル送付時にパスワードを付与する等ネットセキュリティの確保に留意する

必要がある。 

 

（4）検討会での意見と考察 

 

検討会では、通信キャリアが出している実行速度マップがあるが、実際に現

地に行ってみないと、どのくらいの通信環境になっているか分からない場合が

あり、立入検査で使用するデジタル機器の性能だけでなく通信環境の確保が重

要な問題となるとの意見があった。 

東京都によると、掘削工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設への

立入検査の項目は多岐にわたり、現地を見た上での総合判断を要する場合もあ

るため、現地立入の必要性が高いとのことだった。また、硫化水素中毒事故やレ

ジオネラ感染症の集団感染事故や可燃性天然ガスによる災害発生等、事故が発

生した場合には、職員による迅速な現地立入が必要となる。加えて、既存の温泉

利用施設では、公衆浴場法、旅館業法及び食品衛生法等に係わる立入検査が定期

的に実施されており、その際に温泉法関係の立入検査も同時に行う事例が多い

とのことであり、立入検査をデジタル技術で代替する積極的理由が見受けられ

なかった。 

他方、東京都では、温泉資源動向の確認のため、立入検査ではなく、温泉の汲

み上げ量と水位の月報を年１回の頻度で施設管理者に求めている。月報は郵送

かメールで報告を受けており、現状では、メール回答のうち、定型様式の記録簿

に手書きで記入してスキャンした画像データが送られてくることが多いものの、

施設管理者側でデジタルデータでの記入・提出が行えれば、施設管理者側の画像

データ作成の手間も省け、東京都が解析を行う上での入力作業が軽減できるの

ではないかと考えられる。 

また、所有者が不明となった井戸では、井戸の場所の特定が問題となること

があり、GPS測量を行えば、GPS機器による場所の特定が可能となるのではない

かとの意見があった。なお、現在普及している地図アプリの中には、屋内等で測

定すると実際の場所よりもかなりずれた場所が表示される例があるが、国土交

通省が無料で提供する『測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サ
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ービス』は、道路や建物が分かる場所では、かなり正確な位置情報が取得できる

のではないかとの意見があった。また、提供元が国土交通省であることも信頼に

足る要素となるのではないかとの意見があった。 

以上を踏まえると、書面検査においてメールを利用することで立入検査の一

部効率化を図ることや、井戸の場所の特定のために GPS や座標入力支援サービ

スを活用することは有効であるが、検査項目の性質上、現地立ち入りの必要性が

高いことや、Webカメラやスマートフォンの利用にあたっての課題が多いことも

あり、すべての立入検査項目をデジタル技術で代替することは難しいと考えら

れる。ただし、立入検査に当たり、検査対象項目に関する過去の届出書類等のメ

ールによる提出や、温泉成分の掲示状況等、高解像度を要しない画像や、立ち入

り検査後に必要となった追加の資料や写真について Web カメラやスマートフォ

ンによる撮影・提出を受け付けることで、都道府県職員の省力化が図れる可能性

がある。 

 

 

検討課題 7. 温泉法第十八条（温泉の成分等の掲示状況について） 

 

（1）インターネット上の公開状況の現状 

 

インターネット上の公開状況については、表 5に示す。表 5 は、2008（平成

20）年に国民保養温泉地協議会が発行した「国民保養温泉地ガイド（改訂

版）」に掲載された国民保養温泉地宿泊施設一覧に掲載された施設リストに、

2008（平成 20）年度以降に指定された国民保養温泉地の所在する自治体や旅館

組合のホームページから宿泊施設の情報を加えた 1569宿泊施設の調査結果で

ある。調査の際、廃業した施設を別事業者が引き継いでいることが確認できた

場合、引き継がれた施設の状況を調査した。インターネット上でホームページ

が確認できない施設については、リストに掲載されていた電話連絡先への確認

や旅館組合への聞き取りにより、ホームページを公開していないのか、廃業し

ているのかの確認を行った。なお、集計方法は以下のとおりとした。 

 

 ホームページの公開状況：公式ホームページを作成している旅館数を計

上 

 分析書の有無：泉質名のみの場合不完全として計上 

 禁忌症の有無：環境省最新通知※以外のものは不完全として計上 

 注意事項の有無：環境省最新通知以外のものは不完全として計上 

 温泉法第 18 条第 4 項の情報の有無：「かけ流し」のみ表記は不完全とし
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て計上 

 適応症の有無：環境省最新通知以外のものは不完全として計上 

 公開率：現在営業中で、ホームページを公開している施設 1104における

割合で、休業及び廃業施設数のみ調査対象全施設 1569における割合を（）

内に計上 

 

※「温泉法第 18 条第 1 項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意

の掲示等の基準」及び「鉱泉分析法指針（平成 26年改訂）」について（平

成 26年 7月 1日 環境省自然環境局長通知環自総発 1407012 号） 

 

表 5 国民保養温泉地の宿泊施設におけるホームページ開示状況 

調査項目 施設数 公開率 % 

ホームページを公開している施設 909 82 

分析書の有無 
完全 50 5 

不完全 608 55 

禁忌症の有無 
完全 23 2 

不完全 79 7 

注意事項の有無 
完全 19 2 

不完全 54 5 

温泉法第 18 条第 1 項第 4

号の情報の有無 

完全 54 5 

不完全 400 36 

適応症の有無 
完全 33 3 

不完全 622 56 

休 業 及 び 廃 業 施 設 数 465 （30） 

 

（2）インターネットで公開を基本とした場合の課題、留意点 

 

課題 

 

●経営者の高齢化等によるデジタル弱者対策 

高齢の経営者や、温泉事業者の多数を占める零細事業者には、ホーム

ページを作成していない事例や、OTAの予約サイトにも掲載していない事

例が多い。これら事業者にインターネットでの公開を基本とした対応を求

めることは技術・人員・費用負担のいずれの面でも負担が大きく、問題が

生じかねない。 
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●公開情報の正確さの担保 

現行ホームページには、以前の通知に基づくもの等、記載内容に不確

かなものが散見され、記載内容の正確さのチェックと記載の更新を周知す

ることが必要である。 

 

留意点 

 

●公開情報の取扱いについて 

泉温、湧出量の公開に難色を示す事例が想定されるが、温泉成分等は

公共の場に掲示することを前提としている情報であり、原則公開するよう

に配慮する必要がある。 

 

（3）検討会での意見と考察 

 

検討委員からは、インターネットでの公開を基本とした場合、高齢の経営者

や、温泉事業者のうち多数を占める零細事業者が経営する施設等における技

術・人員・費用全ての面における負担増を懸念する意見が強かった。また、イ

ンターネット上での公開に抵抗感を持っている旅館経営者が一定数おり、特に

泉温・湧出量の公開に難色を示す傾向が大きいことも報告された。一方、利用

者からは情報公開が不十分であるとのクレームもあるとのことであった。 

インターネットでの公開を基本とした場合、高齢経営者や零細事業者等への

配慮や、公開情報の正確性の担保が望まれる。 

 

 

検討課題 8.  温泉法第二十四条（登録分析機関の標識の掲示状況について） 

 

（1）インターネット上の公開状況の現状 

 

インターネット上の公開状況については、表 6に示す。環境省ホームページ

登録分析機関一覧（https://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/2-

7_p_2_r501.pdf）に記載された分析機関 168機関について調査を行った。 
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表 6 登録分析機関のホームページにおける温泉法施行規則 
第 17 条に定める事項の開示状況 

記 載 事 項 例数 公開率 % 

ホームページを公開している登録分析機関 168 100 

登録の年月日 
年月日まで記載あり 20 12 

年月まで記載あり 51 30 

登録番号 102 61 

登録を受けた分析施設の所在地の属する 
都道府県名 

38 23 

登録分析機関の氏名及
び住所（法人の場合にあ
つては、主たる事務所の
所在地及び名称並びに
代表者の氏名） 

氏名及び所在地を記載 132 79 

氏名及び所在地のどち
らかを記載 

23 14 

分析施設の名称及び所在地 168 100 

 

（2）インターネットで公開を基本とした場合の課題、留意点 

 

現状では、すべての登録分析機関がホームページを公開しており、追加的な費

用負担や人員負担はほとんど発生しないと予測されるため、公開に当たっての

特段の課題や留意点はない。 

 

（3）検討会での意見と考察 

 

検討会において、登録分析機関（事務局）分析担当者からは公開に際しての課

題や留意点の指摘はなかったため、インターネットでの公開を基本としても特

に問題は生じないと考えられる。 

また、検討委員によると、現在環境省や各都道府県がインターネット上に公開

している登録分析機関リストを閲覧した上で、何処の分析機関に依頼したらい

いのかといった問い合わせが多いとの意見があった。また、東京都では、登録分

析機関の問い合わせがあった際には、東京都のホームページや環境省のホーム

ページを紹介する事例が多いとの意見があった。このため、登録分析機関の利用

者にとっては、現在の状況でも十分インターネット上での掲示の利便性を享受

できていると考えられる。 

 

 

 



 

42 

 

検討課題 9. 温泉法第二十三条（登録分析機関登録簿の閲覧状況について） 

 

（1）インターネット上の公開状況の現状 

 

登録分析機関登録簿をインターネット上に公開していると回答した都道府県

は、19 都道府県存在した（環境省ホームページへのリンクを貼っている場合や

登録分析機関のリストを公開しているとの回答を含む）。また、公開していない

28 都道府県のうち、登録分析機関簿をインターネット上に公開した際の問題点

を表明したのは、2都道府県のみであった。 

 

（2）インターネットでの公開を基本とした場合の課題、留意点 

 

現状では、公開に当たっての特段の課題や留意点はないが、登録分析機関の

登録簿様式ではなく、名称や連絡先等を一覧表形式で掲載、あるいは、環境省の

ホームページの登録分析機関一覧へリンクを貼っている事例があるため、登録

分析機関登録簿そのものをインターネットにより公開することを原則とした場

合、都道府県における現状の取組と齟齬が生じる場合がある。 

 

（3）検討会での意見と考察 

 

東京都では、登録簿様式ではなく一覧という形で公表しており、登録分析機

関の利用者にとっては、現在の状況でも十分インターネット上での掲示の利便

性を享受できていると思われるが、分析依頼者への案内という意味では一覧表

の方が見やすいのではないかとの意見があった。なお、一覧表から様式に変更す

ることは技術的に問題ないとのことであった。 

以上により、インターネットでの公開を基本としても特に問題は生じないと 

考えられるが、利用者側の立場で考えると一覧表形式の方が、利便性が高いと考

えられる。 

 

 

検討課題 10.  都道府県における「申請」「届出」「行政処分の通知等」及び

手数料徴収のオンライン化 

 

（1）都道府県における行政手続きのオンライン化の状況 

 

都道府県や政令市における「申請」「届出」「行政処分の通知等」のオンライン
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化の状況及び手数料徴収に係る調査をアンケートにより実施した。オンライン

化の状況は以下のようになっている。 

 

 36都道府県で申請・届出手続きのオンライン化を未実施 

 4都道府県で届出の一部のみをオンライン化 

 7都道府県が申請・届出の一部についてオンライン化 

 全ての申請・届出をオンライン化している都道府県はない 

 料金徴収については、証紙や現金、納付証明書のみの都道府県が 38 

 料金徴収について一部オンライン化（振込を含む）している都道府県

が 9（内 3例が申請・届出と料金徴収システムを関連付けて運用） 

 申請・届出と料金徴収を関連付けたシステムを今後数年以内に構築予

定の都道府県は 2 

 

（2）都道府県における行政手続きのオンライン化の課題 

 

課題 

 

●手数料の徴収のオンライン化 

多くの都道府県や政令市で手数料徴収がオンライン化されておらず、行

政手続きのオンライン化の障壁となっている。実際に、行政手続きのオン

ライン化を実施できている事例では、オンラインによる料金徴収システム

が整備された都道府県や政令市の他、料金徴収を伴わない届出や一部の申

請についてオンライン化している事例が多い。 

 

●提出書類の送受信環境の整備 

温泉井戸掘削の申請等では、多くの種類の提出書類が必要となる。土地

や会社の登記簿のような資産情報や、申請者の個人情報に関しては、オン

ライン上での提出の際に受け手となる行政機関の高度なネットセキュリテ

ィの確保が必要となる。また、配置図や測量図面のような大版の大容量画

像データの送受信とそのデータを判読する機器を整備する必要がある。 

 

●条例等の見直し 

条例により申請書類の提出窓口を保健所にしている事例や、提出書類の

中に押印付きの原本の提出を求めている事例がある。また、通知に関して

は、知事印を押したものを郵送することが定められている事例があり、こ

れら条例等の見直しや電子押印の利用について検討する必要がある。 
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留意点 

 

●書類の不備や誤入金 

申請をオンライン化した場合、不備のある申請書類が送られてきて、入

金もされてしまう可能性がある。特に掘削申請では、都道府県の保護地域

指定地域での掘削申請等が提出され、返金に関する手間が生じる可能性が

ある。このため、申請書類の不備をなくすための申請者とのコミュニケー

ション方法の検討や、適正な書類を都道府県が受理するまで入金できない

ようにするための仕組みの構築等が必要である。 

 

●申請者とのコミュニケーションの問題 

面談等の対面対応による事前協議がなくなると、申請者とのコミュニケ

ーションの機会が失われ、申請書類の不備が生じる可能性がある。対面対

応では、何度か面談を行う上で、申請者の許可申請に関する理解だけでな

く、許可後の施設管理に関する理解が深まる事例もあるため、行政手続き

をオンライン化する場合は、これまでの対面対応に代るコミュニケーショ

ンの手段を検討する必要がある。 

 

●高齢者等のデジタル弱者に対する対応 

高齢者や、通信環境が不十分な場所に所在する申請者については、オン

ライン環境にアクセスするのが困難となる可能性がある。オンライン化を

行う際には、これらデジタル弱者に対する配慮が必要である。 

 

（3）都道府県からの意見及び検討会での意見と考察 

 

都道府県や政令市の温泉法における、「申請」「届出」「行政処分の通知等」の

オンライン化の状況は、あまり進んでいないことが判明した。これには、手数料

徴収の問題が大きく関わっている。実際に料金徴収のオンライン化を実施でき

ている都道府県や政令市では、申請や届出もオンライン化している事例が多く

みられ、他の行政サービスも含めた料金徴収のオンライン化に伴い、各種申請の

オンライン化を検討中の都道府県も存在する。このように、料金徴収がオンライ

ン化の大きな障壁となっているが、都道府県からは、料金徴収の必要のない届出

から、オンライン化を検討してはどうかとの意見があった。 

また、都道府県の意見として、個別の申請に当たっての課題としては、土地の

掘削許可申請等では、資産情報や個人情報、また押印付きの原本提出が求められ

ている事例があり、オンライン化の障壁となっているとの意見があった。 
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都道府県からは、オンライン化した際の懸念事項としては、申請書類の不備が

起きるのではないかとの意見が多く寄せられた。書類不備な状態で申請された

場合、オンライン環境下で書類の是正のための円滑なやりとりが実施できるの

かという懸念とともに、書類不備な状態のまま手数料まで支払われた場合で、申

請を受諾できないような場合は手数料の返金に手間が生じるとの意見があった。

このことに関して、オンラインシステムでの申請や届出を受付けている都道府

県に確認したところ、基本的に提出書類の審査は、メール等で事前に行われ、受

付担当者が適切な申請書であると判断するまでは、システム上に入金に関する

手続きが提示されないよう工夫しているとのことであり、このような運用の仕

組みを構築することで懸念を低減できる可能性がある。 

検討会でも、申請者の中には、提出書類をメールで提出したいという事業者が

いるものの、申請の初期の段階等は、電話でやり取りしても書類が膨大で内容も

細かく伝わりづらいため、最初に来庁いただくことをお願いしているとの意見

があった。また、「申請」「届出」「行政処分の通知等」を完全オンライン化して

しまった方が受付側の都道府県側の負担は減る可能性があるが、提出側の事業

者の負担が増えるのではないかとの意見があった。また、一部事業者を除いて、

多くの事業者が「申請」「届出」手続きを行政書士等に任せており、温泉事業者

のオンライン化への意識は低いのではないかとの意見があった。 

なお、オンラインによる行政処分の通知等については、通知書類に知事印を押

すことを定めている都道府県があり、公印省略についての検討を行う必要があ

ると考えられる。 

以上のように、温泉法における、「申請」「届出」「行政処分の通知等」のオン

ライン化が進んでいない状況や、様々な課題、留意点が伴うことが判明したが、

行政手続きのオンライン化を行うことにより、申請者の利便性の向上が期待で

きることもわかった。実際、温泉法第 18条関係の届出をオンライン化した政令

市の中には、全届出の 7 割近くをオンライン申請が占める事例が報告された。

ただし、オンライン化を行うため都道府県や政令市の料金徴収方法の見直しと

ともに適切なオンライン申請のためのシステムの構築が必須であると考えられ、

温泉担当部署だけでは対応が難しいものと考えられる。 
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4．まとめ 

 

温泉法の運用に関するデジタル技術の活用方策については、令和 4年度、5年

度の基礎調査や検討会での検討を踏まえて本基礎資料をまとめた結果、目的に

応じて様々なデジタル技術の活用の可能性が考えられることが分かった。 

デジタル技術の活用により、可燃性天然ガスによる事故防止に係る安全性・労

働衛生環境の向上や作業負担の軽減、立入検査の円滑化、温泉利用者に対する情

報提供の推進、法的手続きにおける利便性向上等につなげることができる可能

性がある。また、これまで紙媒体で提出されていた書類や温泉利用状況に関する

記録等をデータで受け付けることにより、データを数値処理しやすくなり、都道

府県等の温泉資源の保護に関する施策への貢献も期待できる。将来的には、AIを

利用した温泉利用状況や泉質のビックデータ解析も期待される。 

しかしながら、温泉事業特有の要素（法に基づく（点検等の）対応を実施する

主体の多様性、点検における総合的判断の必要性等）を踏まえると、アナログ規

制をデジタル技術で完全に代替することは困難であり、従来のアナログ的な方

法で対応せざるを得ない項目が多数あることもわかった。個別の状況に応じ、ア

ナログ的な対応とデジタル技術の活用をうまく組み合わせることで、効果を最

大化させることが肝要であると考えられる。 

また、いずれのデジタル技術の活用にあたっても、コストの問題が大きな課題

として必ず伴う。デジタル技術については、高価で高性能な計測システムから、

無料の位置情報サービスまで幅広に選択肢が存在し、その組み合わせも多様に

考えられることから、温泉法を運用する主体の個々の状況や目的に応じ、費用対

効果も踏まえた技術活用の方法について個別に検討する必要がある。 

なお、デジタル技術の活用に当たっては、温泉事業特有の作業環境（多様な泉

質・泉温に伴う厳しい環境）や実施主体の属性（事業規模や財政力、技術力、人

員等）も考慮に入れる必要があり、デジタル技術を最適な形で運用するための工

夫も重要である。 

このほか、デジタル技術を活用した情報の取扱いについては、情報の正確性や

セキュリティの確保、個人情報への配慮等も必要となる。 

以上のように、温泉法の運用に関するデジタル技術の活用方策については、

様々な効果が得られる可能性がある一方で、先に述べたような多くの課題や留

意点が考えられるため、活用できる範囲が限定されることが否めない。このため、

当面は個別の状況を踏まえ、アナログ的な対応とデジタル技術の活用をうまく

組み合わせつつ、デジタル技術を徐々に取り入れていくことが現実的である。ま

た、デジタル技術の活用を進めるためには、デジタルリテラシーや社会慣習（必

要以上のアナログ文化や押印文化等）等の側面の改善も併せて進めていく必要
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がある。ただし、これらは現時点の法運用の実態や既存技術の活用等を前提とし

た検討結果であるため、社会環境の変化や技術の進展に応じて、引き続き弾力的

に温泉法の運用に関するデジタル技術の活用方策を検討していくことが重要で

ある。 
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